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◇大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例（人事

課） 

１ 理由 

特別職の職員の給与に関する法律が一部改正されたことに鑑み、議員の期末手当の支給割合を

改定するものです。 

２ 内容 

１ 大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正（第１条関

係） 

議員の令和５年１２月期の期末手当の支給割合について、引上げ改定を行います。 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 1.625月 1.625月 0.00月 

12月期 1.625月 1.725月 0.1月 

計  3.25月 3.35月 0.1月 

公布された条例のあらまし 
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２ 大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正（第２条関

係） 

議員の令和６年６月期以降の期末手当の支給割合を平準化します。 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 1.625月 1.675月   0.05月 

12月期 1.725月 1.675月 ▲0.05月 

計 3.35月 3.35月   0.00月 

３ 施行期日 

１ 公布の日施行の規定 

第１条の規定 

２ 令和６年４月１日施行の規定 

第２条の規定 

３ 令和５年１２月１日から適用の規定 

第１条の規定 

 

◇特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例（人事課） 

１ 理由 

特別職の職員の給与に関する法律が一部改正されたことに鑑み、特別職の期末手当の支給割合

を改定するものです。 

２ 内容 

１ 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正（第１条関係） 

市長、副市長及び教育長の令和５年１２月期の期末手当の支給割合について、引上げ改定

を行います。 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 1.65月 1.65月 0.00月 

12月期 1.65月 1.75月 0.1月 

計 3.3月 3.4月 0.1月 

 

２ 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正（第２条関係） 

市長、副市長及び教育長の令和６年６月期以降の期末手当の支給割合を平準化します。 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 1.65月 1.7月   0.05月 

12月期 1.75月 1.7月 ▲0.05月 

計 3.4月 3.4月   0.00月 

３ 施行期日 

１ 公布の日施行の規定 

第１条の規定 

２ 令和６年４月１日施行の規定 

第２条の規定 

３ 令和５年１２月１日から適用の規定 
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第１条の規定 

 

◇一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（人事課） 

１ 理由 

人事院勧告に基づく一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に鑑み、

本市の一般職の職員の給料を改定します。 

２ 内容 

１ 一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正（第１条関係） 

（１） 全ての給料表について、給料額の引上げを行います。（別表第１から別表第３までの

規定関係） 

（２） 令和５年１２月期の期末手当及び勤勉手当の支給割合をともに０．０５月分（再任用

職員にあっては０．０２５月分）引き上げます。（第１７条及び第１８条関係） 

●一般職員 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 
期末手当 1.2月 1.2月 0.00月 

支給済み 
勤勉手当 1.0月 1.0月 0.00月 

12月期 
期末手当 1.2月 1.25月 0.05月 

計 0.1月 
勤勉手当 1.0月 1.05月 0.05月 

計 4.4月 4.5月 0.1月  

●定年前再任用短時間勤務職員 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 
期末手当 0.675月 0.675月 0.000月 

支給済み 
勤勉手当 0.475月 0.475月 0.000月 

12月期 
期末手当 0.675月 0.7月 0.025月 

計0.05月 
勤勉手当 0.475月 0.5月 0.025月 

計 2.3月 2.35月 0.05月  

（３） その他所要の改正 

 

２ 一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正（第２条関係） 

（１） 令和６年６月期以降の期末手当及び勤勉手当の支給割合を平準化します。（第１７条

及び第１８条関係） 

●一般職員 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 
期末手当 1.2月 1.225月 0.025月 計 

0.05月 勤勉手当 1.0月 1.025月 0.025月 

12月期 
期末手当 1.25月 1.225月 ▲0.025月 計 

▲0.05月 勤勉手当 1.05月 1.025月 ▲0.025月 

計 4.5月 4.5月 0.000月 0.00月 

●定年前再任用短時間勤務職員 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 期末手当 0.675月 0.6875月 0.0125月 計 
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勤勉手当 0.475月 0.4875月 0.0125月 0.025月 

12月期 
期末手当 0.7月 0.6875月 ▲0.0125月 計 

▲0.025
月 勤勉手当 0.5月 0.4875月 ▲0.0125月 

計 2.35月 2.35月 0.00月 0.000月 

（２） 会計年度任用職員における令和６年６月期以降の期末手当を０．５５月分引き上げ、

勤勉手当を支給します。（第１７条及び第１８条関係） 

●会計年度任用職員 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 
期末手当 0.675月 1.225月 0.55月 計 

1.575月 勤勉手当  1.025月 1.025月 

12月期 
期末手当 0.675月 1.225月 0.55月 計 

1.575月 勤勉手当  1.025月 1.025月 

計 1.35月 4.5月 3.15月 3.15月 

（３） その他所要の改正 

 

３ 大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正（第３条関係） 

（１） 特定任期付職員の給料表について、給料額の引上げを行います。（第７条関係） 

（２） 令和５年１２月期の期末手当の支給割合を０．１月分引き上げます。（第８条関係） 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 1.65月 1.65月 0.00月 

12月期 1.65月 1.75月 0.1月 

計 3.3月 3.4月 0.1月 

 

４ 大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正（第４条関係） 

（１） 令和６年６月期以降の期末手当の支給割合を平準化します。（第８条関係） 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 1.65月 1.7月 0.05月 

12月期 1.75月 1.7月 ▲0.05月 

計 3.4月 3.4月 0.00月 

 

５ 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正（第５条関係） 

会計年度任用職員における令和６年６月期以降の勤勉手当を支給します。（第１９条関係） 

３ 施行期日 

１ 公布の日施行の規定 

第１条及び第３条の規定 

２ 令和６年４月１日施行の規定 

第２条、第４条及び第５条の規定 

３ 令和５年４月１日から適用の規定 

第１条及び第３条の規定 

 

◇大和高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（保険医療課） 
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１ 理由 

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法

律により新たに創設される産前産後保険税免除制度に対応するため所要の改正を行うものです。 

２ 内容 

１ 納税義務者の世帯に属する出産予定又は出産した国民健康保険の被保険者について、政令の

基準に従い、産前産後期間に係る所得割額及び被保険者均等割額を減額します。（第２１条関

係） 

２ 出産する被保険者が行う届出に関する規定を設けます。（第２２条の３関係） 

３ 施行期日 

令和６年１月１日 

 

◇大和高田市手数料条例の一部を改正する条例（市民課） 

１ 理由 

本籍地以外でも戸籍発行等が可能になることに伴い、これらの事務について手数料を徴収する

ための改正を行うほか、所要の規定の整備を行います。 

２ 内容 

１ 戸籍謄抄本等の交付に係る手数料を定めた規定に、本籍地以外の市町村長による戸籍証明書

等の交付事務を追加します。（別表関係） 

２ 除籍謄抄本等の交付に係る手数料を定めた規定に、本籍地以外の市町村長による戸籍証明書

等の交付事務を追加します。（別表関係） 

３ その他所要の改正 

３ 施行期日 

戸籍法の一部を改正する法律（令和元年法律第１７号）附則第１条第５号に掲げる規定の施行

の日 

 

◇大和高田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例（保育幼稚園課） 

１ 理由 

令和５年９月１６日から地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律が施行され、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律が改正されたことに伴い、当該法律において条項ずれが生じた規定を引用する

条例の規定について、所要の改正を行うものです。 

２ 内容 

１ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律で定める認定こど

も園の認定に係る公示に関する規定の項ずれに合わせた改正を行います。（第１５条関係） 

２ その他所要の改正 

３ 施行期日 

公布の日 

 

◇大和高田市空家等対策協議会条例の一部を改正する条例（住宅課） 

１ 理由 

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正に伴い、同法の条項を引用する大和高田市空
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家等対策協議会条例について条ずれが生じたため、所要の改正を行うものです。 

２ 内容 

１ 協議会の設置根拠について、空家等対策の推進に関する特別措置法第７条第１項とあるのを

同法第８条第１項に改めます。（第１条関係） 

２ 空家等対策計画に係る引用条項について、空家等対策の推進に関する特別措置法第６条第１

項とあるのを同法第７条第１項に改めます。（第２条関係） 

３ 施行期日 

公布の日 

 

 

 

 

条例 

大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例（人事課） 

条例第２０号 

大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

令和５年１２月１５日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例 

 （大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正） 

第１条 大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（平成２０年条例第２

９号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の１６２．５」を「１００分の１７２．５」に改める。 

第２条 大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次のように改

正する。 

  第５条第２項中「１００分の１７２．５」を「１００分の１６７．５」に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条

例（次項において「新条例」という。）の規定は、令和５年１２月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 新条例の規定を適用する場合には、第１条の規定による改正前の大和高田市議会議員の議員報酬、

費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による

給与の内払とみなす。 

 

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例（人事課） 

条例第２１号 

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和５年１２月１５日 

大和高田市長 堀内 大造   

条 例 
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特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例 

 （特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正） 

第１条 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（昭和３４年条例第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第６条中「１００分の１２０」を「、６月に支給する場合には１００分の１２０、１２月に支給

する場合には１００分の１２５」に、「１００分の１６５」を「１００分の１７５」に改める。 

第２条 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第６条中「、６月に支給する場合には１００分の１２０、１２月に支給する場合には１００分の

１２５」を「１００分の１２２．５」に、「１００分の１７５」を「１００分の１７０」に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（次項において「新

条例」という。）の規定は、令和５年１２月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 新条例の規定を適用する場合には、第１条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給

与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。 

 

一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（人事課） 

条例第２２号 

一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和５年１２月１５日 

大和高田市長 堀内 大造   

   一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例 

 （一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正） 

第１条 一般職の職員の給与等に関する条例（昭和３２年条例第６３号）の一部を次のように改正す

る。 

第１７条第２項中「１００分の１２０」を「、６月に支給する場合には１００分の１２０、１２

月に支給する場合には１００分の１２５」に改め、同条第３項中「１００分の１２０」を「、６月

に支給する場合には１００分の１２０、１２月に支給する場合には１００分の１２５」に改め、同

項第１号中「１００分の６７．５」を「、６月に支給する場合には１００分の６７．５、１２月に

支給する場合には１００分の７０」に改める。 

  第１８条第２項第１号中「１００分の１００」を「、６月に支給する場合には１００分の１００、

１２月に支給する場合には１００分の１０５」に改め、同項第２号中「１００分の４７．５」を「、

６月に支給する場合には１００分の４７．５、１２月に支給する場合には１００分の５０」に改め

る。 

  第１９条の２第３号中「第４条の４」を「第４条の３」に改め、同項第４号中「第４条の３第４

項」を「第４条の２第４項」に、「第４条の４」を「第４条の３」に改める。 

  附則第２５項中「令和５年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に、「一般職の職員の給与等に

関する条例及び大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正

する条例（令和４年条例第２８号）第１条」を「一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改

正する条例（令和５年条例第２２号）第１条」に改める。 
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  別表第１から別表第３までを次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

行政職給料表 

職 員

の 区

分 

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

  円 円 円 円 円 円 円 

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 以

外 の

職員 

１ 162,100 208,000 240,900 271,600 295,400 323,100 365,500 

２ 163,200 209,700 242,400 273,200 297,500 325,300 368,100 

３ 164,400 211,400 243,800 274,700 299,500 327,500 370,500 

４ 165,500 212,900 245,200 276,300 301,400 329,500 372,900 

５ 166,600 214,400 246,400 277,800 303,200 331,500 374,800 

６ 167,700 216,200 248,000 279,500 305,000 333,500 377,300 

７ 168,800 217,900 249,500 281,300 306,600 335,400 379,600 

８ 169,900 219,600 250,900 283,100 308,200 337,300 382,100 

９ 170,900 221,100 252,000 284,800 309,800 339,200 384,500 

10 172,300 222,600 253,400 286,700 312,000 341,200 387,100 

11 173,600 224,100 254,900 288,500 314,200 343,200 389,700 

12 174,900 225,600 256,200 290,300 316,200 345,200 392,300 

13 176,100 226,800 257,500 292,100 318,200 347,000 394,600 

14 177,600 228,200 258,700 293,700 320,200 349,000 396,900 

15 179,100 229,600 259,900 295,100 322,100 350,900 399,100 

16 180,700 231,000 261,100 296,500 324,000 352,800 401,400 

17 181,800 232,400 262,300 298,000 325,900 354,500 403,200 

18 183,200 234,000 263,600 300,000 327,900 356,500 405,100 

19 184,600 235,500 264,900 302,000 329,800 358,300 407,000 

20 186,000 236,900 266,200 303,800 331,700 360,200 408,800 

21 187,300 238,100 267,600 305,500 333,400 362,100 410,600 

22 189,600 239,700 269,100 307,400 335,400 364,000 412,400 

23 191,800 241,200 270,700 309,300 337,400 365,900 414,200 

24 194,000 242,600 272,200 311,100 339,300 367,800 416,000 

25 196,200 243,600 273,800 312,800 340,700 369,700 417,600 

26 197,900 245,100 275,500 314,800 342,600 371,600 419,100 

27 199,400 246,400 277,100 316,800 344,500 373,500 420,600 

28 200,900 247,600 278,700 318,700 346,400 375,400 422,100 

29 202,400 248,700 280,300 320,400 348,000 376,900 423,600 

30 203,800 249,700 281,800 322,400 349,900 378,700 424,900 

31 205,200 250,600 283,300 324,400 351,700 380,500 426,200 

32 206,600 251,500 284,800 326,400 353,500 382,100 427,400 
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33 208,000 252,400 285,900 327,600 355,300 383,800 428,600 

34 209,300 253,300 287,500 329,600 357,100 385,200 429,900 

35 210,600 254,100 289,000 331,500 358,800 386,600 431,200 

36 211,900 254,900 290,500 333,500 360,500 388,000 432,400 

37 213,200 255,600 291,900 335,400 361,900 389,400 433,600 

38 214,400 256,700 293,500 337,300 363,200 390,600 434,400 

39 215,600 257,900 295,100 339,200 364,500 391,800 435,200 

40 216,700 259,000 296,700 341,100 365,900 392,800 436,000 

41 217,800 260,200 298,200 342,900 367,000 393,900 436,600 

42 218,900 261,400 299,800 344,800 367,900 395,100 437,300 

43 219,900 262,500 301,300 346,600 368,900 396,200 438,000 

44 220,900 263,600 302,800 348,400 370,000 397,300 438,700 

45 221,800 264,700 304,400 349,900 370,800 398,000 439,500 

46 222,700 265,800 306,000 351,300 371,700 398,700 440,300 

47 223,600 266,900 307,600 352,700 372,600 399,400 440,700 

48 224,500 267,900 309,100 354,200 373,400 400,100 441,400 

49 225,400 268,900 310,000 355,700 374,200 400,700 441,900 

50 226,300 269,900 311,500 356,500 375,000 401,300 442,300 

51 227,200 270,900 313,000 357,500 375,800 401,800 442,700 

52 228,100 271,800 314,600 358,500 376,500 402,200 443,100 

53 228,900 272,700 316,200 359,400 377,200 402,600 443,500 

54 229,800 273,600 317,800 360,500 377,900 402,900 443,900 

55 230,700 274,500 319,300 361,400 378,600 403,200 444,300 

56 231,500 275,400 320,800 362,400 379,300 403,500 444,600 

57 231,800 276,300 322,200 363,300 379,800 403,800 444,900 

58 232,600 277,200 323,400 364,000 380,400 404,100 445,300 

59 233,300 278,100 324,500 364,700 381,000 404,400 445,600 

60 233,900 279,000 325,600 365,300 381,700 404,700 445,900 

61 234,500 280,000 326,300 365,700 382,100 405,000 446,200 

62 235,200 281,000 327,200 366,300 382,800 405,300  

63 235,800 281,900 328,000 367,000 383,400 405,600  

64 236,300 282,800 328,800 367,700 384,000 405,900  

65 236,800 283,300 329,600 368,000 384,400 406,200  

66 237,300 284,000 330,000 368,700 385,000 406,500  

67 237,800 284,700 330,600 369,400 385,600 406,800  

68 238,400 285,600 331,300 370,000 386,200 407,100  

69 238,900 286,600 332,100 370,300 386,600 407,300  

70 239,400 287,400 332,800 370,900 387,100 407,600  

71 239,900 288,200 333,500 371,600 387,600 407,900  
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72 240,400 289,000 334,100 372,200 388,200 408,100  

73 240,900 289,700 334,600 372,500 388,500 408,300  

74 241,400 290,200 335,200 373,100 388,900 408,600  

75 241,800 290,600 335,700 373,800 389,300 408,900  

76 242,300 291,000 336,300 374,400 389,700 409,100  

77 242,800 291,200 336,600 374,800 390,000 409,300  

78 243,300 291,500 337,100 375,300 390,300 409,600  

79 243,800 291,700 337,500 375,900 390,600 409,900  

80 244,300 292,000 337,900 376,400 390,800 410,100  

81 244,700 292,200 338,300 376,900 391,000 410,300  

82 245,200 292,400 338,800 377,500 391,300 410,600  

83 245,600 292,700 339,300 378,000 391,600 410,900  

84 246,000 292,900 339,800 378,300 391,800 411,100  

85 246,400 293,200 340,100 378,700 392,000 411,300  

86 246,800 293,500 340,500 379,200 392,300   

87 247,200 293,800 341,000 379,600 392,600   

88 247,600 294,100 341,400 380,000 392,800   

89 248,000 294,400 341,700 380,400 393,000   

90 248,500 294,800 342,100 380,900 393,300   

91 248,800 295,100 342,600 381,300 393,600   

92 249,100 295,500 343,000 381,700 393,800   

93 249,400 295,700 343,200 382,000 394,000   

94  295,900 343,600     

95  296,200 344,100     

96  296,600 344,500     

97  296,800 344,700     

98  297,100 345,100     

99  297,500 345,500     

100  297,900 345,800     

101  298,100 346,100     

102  298,400 346,500     

103  298,800 346,900     

104  299,100 347,300     

105  299,300 347,800     

106  299,600 348,200     

107  300,000 348,600     

108  300,300 349,000     

109  300,500 349,500     

110  300,900 349,900     
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111  301,300 350,200     

112  301,600 350,500     

113  301,800 351,000     

114  302,000      

115  302,300      

116  302,700      

117  302,900      

118  303,100      

119  303,400      

120  303,700      

121  304,100      

122  304,300      

123  304,600      

124  304,900      

125  305,200      

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 

 基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

円 円 円 円 円 円 円 

188,700 216,200 256,200 275,600 290,700 316,200 358,000 

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第１９条の３

に規定する職員を除く。 

別表第２（第３条関係） 

教育職給料表 

ア 教育職給料表（１） 

職 員

の 区

分 

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 

号給 
給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

  円 円 円 円 

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 以

外 の

１ 177,200  219,700  337,600  418,700  

２ 178,700  221,400  339,600  420,500  

３ 180,300  222,900  341,600  422,300  

４ 181,800  224,400  343,600  423,900  

５ 183,400  226,100  345,600  425,400  

６ 185,300  227,400  347,200  426,900  

７ 187,100  228,600  348,800  428,700  

８ 189,000  229,900  350,300  430,500  
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職員 

 

９ 190,700  231,600  351,800  432,200  

10 192,800  233,300  353,800  434,000  

11 194,800  235,000  355,800  435,900  

12 196,800  236,600  357,700  437,700  

13 198,800  238,100  359,600  439,400  

14 200,900  240,100  361,500  441,300  

15 203,000  242,000  363,300  443,100  

16 205,100  243,900  364,900  445,000  

17 207,300  245,600  366,500  446,700  

18 209,400  248,000  368,300  448,500  

19 211,600  250,400  370,100  450,300  

20 213,500  252,800  371,900  452,100  

21 215,700  255,200  373,500  453,700  

22 217,300  257,600  375,400  455,400  

23 218,800  259,900  377,100  457,300  

24 220,300  262,100  378,800  459,000  

25 221,800  264,300  380,100  460,700  

26 223,000  266,500  381,900  462,300  

27 224,200  268,900  383,700  463,900  

28 225,500  271,000  385,600  465,400  

29 226,800  273,300  387,400  466,900  

30 228,300  275,600  389,200  468,200  

31 229,900  277,800  391,100  469,500  

32 231,300  279,900  393,000  470,800  

33 232,700  282,000  394,600  472,000  

34 234,400  284,200  396,300  472,700  

35 236,200  286,300  397,900  473,400  

36 237,700  288,200  399,600  474,100  

37 239,100  290,300  400,800  474,700  

38 240,600  292,000  402,200   

39 242,100  293,800  403,600   

40 243,600  295,500  405,000   

41 245,000  296,800  406,600   

42 246,300  298,800  408,000   

43 247,500  300,700  409,300   

44 248,600  302,700  410,700   

45 249,700  304,700  412,100   

46 250,900  306,800  413,400   

47 252,100  309,000  414,900   



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

14 

48 253,100  311,200  416,400   

49 254,200  313,300  418,000   

50 255,500  315,600  419,400   

51 256,700  317,800  421,000   

52 258,000  319,900  422,500   

53 259,100  322,000  424,200   

54 260,300  323,500  425,700   

55 261,600  325,000  427,300   

56 262,600  326,500  428,900   

57 263,700  328,200  430,400   

58 264,400  330,200  431,900   

59 265,400  332,200  433,100   

60 266,400  334,100  434,300   

61 267,300  335,900  435,500   

62 268,100  337,900  436,800   

63 268,900  339,900  438,100   

64 269,700  341,800  439,300   

65 270,800  343,500  440,500   

66 272,100  345,500  441,700   

67 273,400  347,500  442,900   

68 274,700  349,500  444,100   

69 275,900  351,300  445,300   

70 277,100  353,200  446,500   

71 278,300  355,100  447,700   

72 279,500  357,000  448,900   

73 280,500  358,600  450,000   

74 281,500  360,500  450,600   

75 282,500  362,300  451,100   

76 283,400  364,200  451,600   

77 284,300  366,000  452,100   

78 285,200  367,700    

79 286,100  369,300    

80 287,000  370,900    

81 287,800  372,300    

82 288,900  373,800    

83 289,900  375,200    

84 290,900  376,500    

85 291,900  377,600    

86 292,900  379,000    
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87 293,900  380,400    

88 294,900  381,700    

89 296,000  382,900    

90 297,100  384,200    

91 298,200  385,300    

92 299,200  386,500    

93 299,700  387,700    

94 300,700  388,800    

95 301,800  390,000    

96 303,000  391,200    

97 304,000  392,600    

98 305,100  393,600    

99 306,100  394,600    

100 307,100  395,600    

101 307,900  396,500    

102 309,000  397,500    

103 310,000  398,600    

104 311,000  399,700    

105 311,600  400,400    

106 312,500  401,300    

107 313,300  402,200    

108 314,100  403,100    

109 314,800  403,900    

110 315,200  404,800    

111 315,600  405,600    

112 316,100  406,400    

113 316,600  407,000    

114 317,000  407,700    

115 317,500  408,400    

116 317,900  409,100    

117 318,400  409,700    

118 318,900  410,200    

119 319,300  410,600    

120 319,800  411,000    

121 320,300  411,300    

122 320,700  411,600    

123 321,200  411,900    

124 321,700  412,100    

125 322,300  412,300    
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126 322,600  412,600    

127 322,900  412,900    

128 323,200  413,100    

129 323,400  413,300    

130 323,700  413,600    

131 324,000  413,900    

132 324,300  414,100    

133 324,500  414,300    

134 324,700  414,600    

135 324,900  414,900    

136 325,200  415,100    

137 325,500  415,300    

138 325,700  415,600    

139 326,000  415,900    

140 326,300  416,100    

141 326,500  416,300    

142 326,700  416,600    

143 327,000  416,900    

144 327,200  417,100    

145 327,500  417,300    

146 327,700     

147 328,000     

148 328,300     

149 328,500     

150 328,700     

151 329,000     

152 329,300     

153 329,500     

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 

 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円 円 円 円 

235,000 275,300 332,200 416,600 

備考 

（１） この表は、高等学校に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、講師、実習助手その

他の職員で市長が定めるものに適用する。 

（２） この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員で市長が規則で
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定めるものの給料月額は、この表の額に７，７００円をそれぞれ加算した額とする。 

  イ 教育職給料表（２） 

職 員

の 区

分 

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

  円 円 円 円 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員以

外の

職員 

１ 177,200  193,400  303,200  408,500  

２ 178,700  195,500  305,800  410,000  

３ 180,300  197,600  308,600  411,500  

４ 181,800  199,800  311,000  412,900  

５ 183,400  201,900  313,300  414,200  

６ 185,300  204,000  315,400  415,600  

７ 187,100  206,100  317,500  417,000  

８ 189,000  208,200  319,600  418,400  

９ 190,700  210,400  321,600  419,800  

10 192,800  212,800  323,800  421,200  

11 194,800  215,100  326,100  422,600  

12 196,800  217,300  328,400  423,900  

13 198,800  219,700  330,600  425,200  

14 200,900  221,400  332,400  426,600  

15 203,000  222,900  334,200  428,000  

16 205,100  224,400  335,900  429,400  

17 207,300  226,100  337,600  430,600  

18 209,400  227,400  339,600  431,900  

19 211,600  228,600  341,600  433,100  

20 213,500  229,900  343,600  434,400  

21 215,700  231,600  345,600  435,500  

22 217,300  233,300  347,200  436,700  

23 218,800  235,000  348,800  438,000  

24 220,300  236,600  350,300  439,300  

25 221,800  238,100  351,800  440,600  

26 222,900  240,100  353,600  441,800  

27 224,000  242,000  355,300  442,800  

28 225,200  243,900  357,000  443,900  

29 226,700  245,600  358,600  445,100  

30 228,200  248,000  360,200  445,900  

31 229,700  250,400  361,800  446,700  

32 231,200  252,800  363,300  447,600  

33 232,500  255,200  364,600  448,500  
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34 234,100  257,600  366,100  449,000  

35 235,800  259,900  367,600  449,500  

36 237,200  262,100  369,300  450,000  

37 238,500  264,300  371,000  450,500  

38 239,900  266,500  372,500   

39 241,300  268,900  373,800   

40 242,700  271,000  375,200   

41 244,000  273,300  376,300   

42 245,300  275,600  377,700   

43 246,500  277,800  379,100   

44 247,800  279,900  380,600   

45 249,100  282,000  382,000   

46 250,400  284,200  383,600   

47 251,600  286,300  385,100   

48 252,700  288,200  386,600   

49 253,800  290,300  387,900   

50 255,100  292,000  389,400   

51 256,400  293,800  390,800   

52 257,400  295,500  392,100   

53 258,500  296,800  393,300   

54 259,900  298,800  394,600   

55 260,900  300,700  395,700   

56 261,900  302,700  396,800   

57 262,900  304,700  398,000   

58 263,900  306,800  399,200   

59 264,900  309,000  400,400   

60 265,900  311,200  401,600   

61 266,800  313,300  402,700   

62 267,500  315,600  403,700   

63 268,200  317,800  405,000   

64 268,800  319,900  406,200   

65 269,500  322,000  407,400   

66 270,700  323,500  408,500   

67 271,800  325,000  409,600   

68 272,900  326,500  410,700   

69 274,200  328,200  411,700   

70 275,600  330,200  412,900   

71 276,800  332,200  414,100   

72 278,000  334,100  415,300   
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73 278,800  335,900  415,900   

74 279,700  337,900  416,700   

75 280,700  339,800  417,400   

76 281,700  341,700  417,900   

77 282,600  343,400  418,200   

78 283,600  345,200  418,600   

79 284,700  346,900  419,000   

80 285,500  348,600  419,400   

81 286,300  350,400  419,700   

82 287,100  352,100  420,100   

83 287,900  353,500  420,500   

84 288,700  355,100  420,800   

85 289,600  356,300  421,100   

86 290,400  357,900  421,500   

87 291,100  359,400  421,900   

88 291,900  360,900  422,200   

89 292,800  362,200  422,500   

90 293,700  363,500  422,800   

91 294,600  364,800  423,100   

92 295,300  366,200  423,300   

93 295,600  367,600  423,500   

94 296,300  368,900    

95 297,000  370,100    

96 297,700  371,200    

97 298,400  372,200    

98 299,200  373,200    

99 300,000  374,200    

100 300,700  375,100    

101 301,400  375,900    

102 301,800  376,900    

103 302,200  377,800    

104 302,600  378,700    

105 302,800  379,500    

106 303,100  380,400    

107 303,400  381,300    

108 303,600  382,200    

109 303,800  383,000    

110 304,000  384,000    

111 304,300  384,900    
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112 304,600  385,800    

113 304,800  386,400    

114 305,000  387,300    

115 305,200  388,200    

116 305,500  389,100    

117 305,800  389,900    

118 306,000  390,600    

119 306,300  391,400    

120 306,600  392,200    

121 306,800  392,800    

122 307,000  393,600    

123 307,200  394,300    

124 307,500  395,000    

125 307,800  395,600    

126  396,300    

127  396,800    

128  397,400    

129  398,100    

130  398,700    

131  399,200    

132  399,700    

133  400,000    

134  400,300    

135  400,600    

136  400,900    

137  401,200    

138  401,500    

139  401,800    

140  402,100    

141  402,400    

142  402,700    

143  403,000    

144  403,300    

145  403,500    

146  403,800    

147  404,100    

148  404,300    

149  404,500    

150  404,800    
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151  405,100    

152  405,300    

153  405,500    

154  405,800    

155  406,100    

156  406,300    

157  406,500    

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 

 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円 円 円 円 

226,200  272,100  325,500  406,600  

備考 

（１） この表は、幼稚園に勤務する園長、副園長、教諭、講師その他の職員で市長が定め

るものに適用する。 

（２） この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員で市長が規則で

定めるものの給料月額は、この表の額に７，５００円をそれぞれ加算した額とする。 

 別表３（第３条関係） 

  ア 医療職給料表（１） 

職 員

の 区

分 

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 以

外 の

職員 

 円 円 円 円 円 

１ 264,700 346,600 406,900 474,700 568,100 

２ 267,200 349,600 409,600 477,000 571,200 

３ 269,600 352,400 412,100 479,200 574,300 

４ 272,000 355,300 414,700 481,500 577,400 

５ 274,100 357,800 417,100 483,700 580,300 

６ 277,600 360,800 419,100 485,800 582,700 

７ 281,100 363,800 420,900 488,000 585,100 

８ 284,500 366,600 422,800 490,000 587,500 

９ 288,100 368,700 424,600 491,900 589,700 

10 291,600 371,200 427,300 494,000 591,200 

11 295,200 373,900 429,800 496,100 592,700 

12 298,700 376,400 432,200 498,200 594,200 

13 302,200 379,100 434,400 500,300 595,700 

14 306,100 382,500 436,900 502,200 596,800 

15 310,000 385,500 438,900 504,300 597,900 
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16 313,600 388,800 441,000 506,400 598,800 

17 317,200 391,800 443,000 508,300 600,000 

18 320,700 394,400 445,200 510,300 601,000 

19 324,200 396,800 447,400 512,300 602,000 

20 327,700 399,300 449,500 514,100 603,000 

21 331,300 401,900 450,900 515,900 604,000 

22 335,000 403,900 453,300 517,700  

23 338,400 405,500 455,600 519,500  

24 341,700 407,100 457,800 521,300  

25 345,000 408,800 459,800 522,900  

26 347,500 411,000 462,100 524,700  

27 350,000 413,100 464,300 526,500  

28 352,300 415,100 466,600 528,300  

29 354,400 417,200 468,700 529,900  

30 356,100 419,300 470,900 531,700  

31 357,800 420,900 473,200 533,500  

32 359,600 422,600 475,300 535,300  

33 361,500 424,500 477,100 536,900  

34 363,700 426,000 479,200 538,700  

35 365,800 427,800 481,300 540,400  

36 367,800 429,600 483,300 542,100  

37 369,700 431,500 485,400 543,700  

38 371,900 433,500 487,100 545,300  

39 374,000 435,300 488,900 546,700  

40 376,000 437,200 490,700 548,300  

41 378,000 439,000 492,300 549,800  

42 378,700 440,700 494,100 551,200  

43 379,300 442,400 495,900 552,600  

44 380,000 444,200 497,500 553,900  

45 380,900 446,000 498,900 555,100  

46 382,200 447,800 500,600 556,100  

47 383,500 449,500 502,400 557,100  

48 384,800 451,200 504,100 558,100  

49 385,600 452,800 505,600 559,100  

50 386,400 454,500 506,900 560,000  

51 387,200 456,200 508,200 560,900  

52 387,700 457,900 509,500 561,800  

53 388,500 459,800 510,500 562,600  

54 389,300 461,000 511,800 563,500  
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55 390,000 462,200 513,100 564,400  

56 390,700 463,400 514,400 565,300  

57 391,400 464,400 515,400 566,200  

58 392,300 465,400 516,200 567,100  

59 393,000 466,300 517,000 568,000  

60 393,600 467,100 517,800 568,700  

61 394,100 467,900 518,700 569,600  

62 394,600 468,600 519,500 570,500  

63 395,000 469,300 520,400 571,400  

64 395,400 469,900 521,200 572,300  

65 395,700 470,600 522,100 573,200  

66  471,300 523,000   

67  471,900 523,700   

68  472,500 524,600   

69  472,800 525,500   

70  473,400 526,300   

71  474,100 527,200   

72  474,800 528,100   

73  475,200 528,900   

74  475,800 529,800   

75  476,500 530,700   

76  477,200 531,400   

77  477,600 532,200   

78  478,200 533,100   

79  478,800 534,000   

80  479,300 534,900   

81  479,900 535,700   

82  480,400 536,600   

83  480,900 537,500   

84  481,400 538,400   

85  481,800 539,200   

86  482,400 540,100   

87  482,800 541,000   

88  483,300 541,900   

89  483,800 542,700   

90  484,400    

91  485,000    

92  485,400    

93  485,900    
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94  486,500    

95  487,100    

96  487,600    

97  488,100    

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 

 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円 円 円 円 円 

297,300 339,700 394,300 467,400 567,400 

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する医師で市長が規則で定めるものに適用する。 

  イ 医療職給料表（２） 

職 員

の 区

分 

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 以

外 の

職員 

 円 円 円 円 円 円 円 

１ 167,200 202,800 236,100 258,800 287,400 330,400 373,400 

２ 168,600 204,400 237,400 259,900 289,200 332,400 376,000 

３ 170,000 205,900 238,700 261,100 291,200 334,300 378,600 

４ 171,400 207,300 239,900 262,200 293,100 336,200 381,200 

５ 172,700 208,800 241,100 263,400 294,900 338,000 383,500 

６ 174,500 210,000 242,300 264,600 296,900 340,000 386,200 

７ 176,200 211,200 243,400 265,700 298,700 342,000 388,800 

８ 177,800 212,400 244,500 266,700 300,600 344,000 391,500 

９ 179,400 213,800 245,400 267,800 302,400 345,800 393,600 

10 181,100 215,300 246,500 268,500 304,000 347,900 395,800 

11 182,700 216,800 247,800 269,200 305,500 349,900 398,000 

12 184,600 218,300 248,900 270,000 307,100 351,900 400,200 

13 186,000 219,700 250,200 271,000 308,800 353,400 402,200 

14 187,800 221,200 251,400 272,000 310,700 355,400 404,200 

15 189,800 222,700 252,600 273,000 312,700 357,300 406,200 

16 191,600 224,200 253,800 274,100 314,500 359,300 408,200 

17 193,500 225,500 254,600 275,300 316,300 361,100 410,000 

18 194,700 226,800 255,800 276,800 318,200 363,100 411,900 

19 196,200 228,200 256,900 278,400 320,100 365,100 413,800 

20 197,600 229,500 258,000 280,000 321,900 367,000 415,600 

21 198,800 230,600 259,200 281,500 323,700 368,700 417,400 

22 200,300 231,700 260,000 283,100 325,600 370,700 419,000 
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23 201,700 232,800 260,800 284,700 327,400 372,700 420,600 

24 203,000 233,900 261,600 286,300 329,300 374,700 422,100 

25 204,600 235,000 262,500 287,900 331,000 376,100 423,600 

26 205,600 236,200 263,500 289,400 332,900 377,900 424,900 

27 206,700 237,400 264,500 290,900 334,800 379,700 426,200 

28 207,800 238,500 265,500 292,500 336,600 381,400 427,500 

29 209,000 239,500 266,700 293,800 337,900 383,100 428,800 

30 210,100 240,800 268,200 295,300 339,700 384,600 430,000 

31 211,200 242,200 269,700 296,800 341,400 386,100 431,200 

32 212,300 243,400 271,000 298,300 343,200 387,600 432,300 

33 213,700 244,400 272,200 299,800 344,900 388,900 433,500 

34 215,000 245,700 273,800 301,400 346,700 390,200 434,700 

35 216,300 246,600 275,300 303,000 348,500 391,500 435,900 

36 217,500 247,800 276,800 304,600 350,300 392,600 437,100 

37 218,500 249,000 278,100 305,900 351,900 393,700 438,400 

38 219,500 250,100 279,500 307,500 353,600 394,800 439,200 

39 220,500 251,100 280,800 309,000 355,200 395,900 439,600 

40 221,500 252,100 282,100 310,500 356,800 397,000 440,300 

41 222,400 253,000 283,200 312,100 358,000 397,800 440,800 

42 223,200 253,800 284,600 313,700 359,100 398,600 441,200 

43 224,000 254,600 286,000 315,300 360,300 399,400 441,600 

44 224,900 255,400 287,300 316,800 361,500 400,200 442,000 

45 225,800 256,200 288,600 317,700 362,500 400,600 442,400 

46 226,700 257,400 290,200 319,100 363,300 401,200 442,800 

47 227,600 258,600 291,700 320,600 364,300 401,700 443,200 

48 228,500 259,700 293,100 322,200 365,400 402,100 443,500 

49 229,200 261,000 294,300 323,600 366,400 402,500 443,800 

50 230,100 262,300 295,800 324,900 367,400 402,800 444,200 

51 231,000 263,400 297,100 326,100 368,400 403,100 444,500 

52 231,800 264,400 298,600 327,300 369,300 403,400 444,800 

53 232,100 265,400 299,900 328,300 370,100 403,700 445,100 

54 232,900 266,500 301,300 329,300 370,900 404,000  

55 233,500 267,600 302,700 330,300 371,800 404,300  

56 234,200 268,700 304,000 331,200 372,600 404,600  

57 234,800 269,400 305,000 331,700 373,100 404,900  

58 235,400 270,500 306,200 332,600 373,900 405,200  

59 235,900 271,600 307,400 333,400 374,700 405,500  

60 236,400 272,500 308,800 334,300 375,500 405,900  

61 237,000 273,300 310,100 335,000 375,900 406,100  
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62 237,500 274,300 311,300 335,300 376,600 406,400  

63 238,000 275,200 312,500 335,800 377,300 406,700  

64 238,600 276,100 313,700 336,400 377,900 407,000  

65 239,100 276,900 315,000 337,000 378,300 407,200  

66 239,600 277,900 315,800 337,700 378,900   

67 240,200 278,800 316,500 338,400 379,600   

68 240,700 279,700 317,200 339,000 380,200   

69 241,200 280,600 317,800 339,700 380,600   

70 241,700 281,600 318,500 340,200 381,100   

71 242,100 282,700 319,200 340,800 381,600   

72 242,600 283,700 319,800 341,400 382,100   

73 243,100 284,300 320,400 341,700 382,700   

74 243,600 284,800 320,600 342,300 383,200   

75 244,100 285,300 321,100 342,800 383,800   

76 244,600 286,100 321,600 343,300 384,400   

77 244,900 286,900 322,200 343,800 384,900   

78 245,200 287,500 322,700 344,300 385,400   

79 245,500 288,100 323,200 344,800 385,900   

80 245,700 288,600 323,600 345,200 386,400   

81 245,900 289,100 324,200 345,500 386,700   

82 246,200 289,600 324,700 345,800 387,200   

83 246,500 290,000 325,100 346,200 387,600   

84 246,700 290,300 325,600 346,500 388,000   

85 246,900 290,500 326,100 347,000 388,400   

86  290,700 326,500 347,300    

87  290,900 326,700 347,600    

88  291,100 327,000 347,900    

89  291,500 327,400 348,300    

90  291,700 327,800 348,600    

91  291,900 328,200 349,000    

92  292,100 328,600 349,300    

93  292,500 328,900 349,700    

94  292,700 329,100 350,000    

95  292,900 329,500 350,300    

96  293,200 329,800 350,600    

97  293,500 330,000 350,900    

98  293,700 330,300 351,300    

99  293,900 330,600 351,700    

100  294,200 330,900 352,100    
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101  294,500 331,100 352,600    

102  294,700 331,400 353,000    

103  294,900 331,800 353,400    

104  295,200 332,000 353,800    

105  295,500 332,200 354,300    

106   332,400     

107   332,800     

108   333,000     

109   333,200     

110   333,600     

111   334,000     

112   334,400     

113   334,600     

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 

 基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

円 円 円 円 円 円 円 

189,700 216,300 244,500 257,900 283,100 323,900 366,200 

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で市長が定めるもの

に適用する。 

  ウ 医療職給料表（３） 

職 員

の 区

分 

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 以

外 の

職員 

 円 円 円 円 円 円 

１ 183,500 211,000 253,600 272,400 293,800 332,800 

２ 184,900 212,900 255,000 273,300 295,300 334,800 

３ 186,400 214,900 256,500 274,100 296,900 336,800 

４ 187,800 216,800 257,900 274,900 298,500 338,800 

５ 189,300 218,800 259,100 275,400 299,800 340,800 

６ 190,800 220,600 259,900 276,300 301,500 342,900 

７ 192,300 222,400 260,700 277,000 303,100 344,900 

８ 193,800 224,100 261,400 277,900 304,700 346,900 

９ 195,000 225,800 262,100 278,800 306,300 348,400 

10 196,700 227,200 262,800 279,400 307,700 350,400 

11 198,300 228,500 263,600 280,300 308,900 352,300 

12 199,800 229,400 264,300 281,200 310,200 354,300 
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13 201,200 230,800 265,100 282,100 311,400 356,200 

14 203,200 231,800 266,000 283,000 313,000 358,200 

15 205,300 232,800 266,800 283,900 314,600 360,200 

16 207,300 233,700 267,700 284,800 316,200 362,200 

17 209,300 234,800 268,200 285,800 317,700 364,100 

18 211,300 236,200 269,000 286,800 319,200 366,100 

19 213,400 237,600 269,800 287,800 320,700 368,200 

20 215,400 238,700 270,600 288,900 322,100 370,200 

21 217,300 239,800 271,300 290,200 323,500 371,900 

22 219,000 241,400 272,000 291,600 324,900 374,000 

23 220,700 243,100 272,700 292,800 326,400 376,100 

24 222,400 244,500 273,500 294,000 327,800 378,100 

25 223,700 245,700 274,300 295,100 329,200 380,000 

26 225,000 247,000 275,000 296,500 330,600 381,600 

27 226,100 248,400 275,800 297,900 332,000 383,400 

28 227,100 249,700 276,600 299,300 333,400 385,200 

29 228,200 251,100 277,600 300,300 334,500 386,900 

30 229,000 252,100 278,700 301,600 336,000 388,600 

31 229,800 252,900 280,100 302,900 337,400 390,500 

32 230,500 253,600 281,300 304,100 338,900 392,200 

33 231,600 254,400 282,500 305,300 340,400 393,900 

34 232,800 255,300 283,800 306,700 341,900 395,600 

35 233,900 256,200 284,900 308,100 343,400 397,400 

36 234,900 256,900 286,100 309,500 344,900 399,100 

37 235,900 257,600 287,500 310,800 346,500 400,700 

38 237,200 258,500 288,600 312,100 348,100 402,400 

39 238,500 259,400 289,700 313,500 349,600 404,200 

40 239,700 260,300 290,700 314,900 351,100 406,000 

41 240,500 260,700 291,700 316,400 352,300 407,500 

42 241,500 261,500 292,900 317,800 353,800 409,000 

43 242,500 262,300 294,100 319,200 355,300 410,500 

44 243,500 263,000 295,300 320,500 356,700 411,800 

45 244,500 263,700 296,400 321,300 358,100 412,900 

46 245,500 264,400 297,700 322,700 359,100 414,000 

47 246,400 265,100 299,000 324,100 360,500 415,100 

48 247,200 265,800 300,200 325,600 361,800 416,300 

49 248,000 266,500 301,300 326,700 363,100 417,600 

50 248,900 267,300 302,500 328,000 364,500 418,700 

51 249,800 268,000 303,700 329,300 365,800 419,900 
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52 250,600 268,900 305,000 330,600 367,100 421,000 

53 251,200 269,800 306,400 331,900 368,600 422,200 

54 252,100 270,900 307,700 333,200 369,800 423,200 

55 253,000 272,000 309,000 334,500 370,900 424,300 

56 253,800 273,200 310,200 335,800 372,100 425,400 

57 254,500 274,400 311,000 336,700 373,200 426,500 

58 255,400 275,800 312,200 338,000 374,100 427,000 

59 256,000 277,100 313,400 339,200 375,100 427,600 

60 256,800 278,400 314,800 340,500 376,000 428,000 

61 257,500 279,600 315,900 341,500 376,600 428,600 

62 258,200 280,800 317,200 342,400 377,400 429,100 

63 258,900 281,900 318,400 343,500 378,200 429,500 

64 259,600 283,000 319,600 344,700 379,000 430,000 

65 260,200 284,000 320,800 345,800 379,700 430,500 

66 260,900 285,200 322,100 347,000 380,400 430,900 

67 261,500 286,400 323,300 348,200 381,200 431,200 

68 262,100 287,400 324,500 349,200 381,900 431,500 

69 262,700 288,400 325,200 350,200 382,500 431,900 

70 263,300 289,800 326,300 351,200 383,100  

71 264,100 291,100 327,400 352,300 383,800  

72 264,900 292,300 328,300 353,400 384,400  

73 266,100 293,300 329,400 354,200 385,100  

74 267,200 294,600 330,100 355,300 385,600  

75 268,200 295,800 331,200 356,400 386,200  

76 269,200 297,000 332,300 357,400 386,700  

77 270,100 298,300 333,400 358,100 387,100  

78 271,000 299,500 334,600 358,900 387,700  

79 271,900 300,700 335,700 359,700 388,200  

80 272,800 301,900 336,800 360,400 388,500  

81 273,600 302,400 337,900 361,000 388,800  

82 274,500 303,600 339,000 361,500 389,300  

83 275,400 304,700 340,000 362,100 389,700  

84 276,000 305,800 341,100 362,600 390,000  

85 276,700 306,900 342,000 363,200 390,300  

86 277,400 308,100 343,000 363,700 390,800  

87 278,100 309,300 343,900 364,300 391,300  

88 278,800 310,400 344,900 364,800 391,700  

89 279,600 311,500 345,800 365,200 392,000  

90 280,400 312,700 346,600 365,600 392,400  
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91 281,200 313,900 347,400 366,200 392,900  

92 282,000 315,000 348,200 366,700 393,300  

93 282,800 315,800 348,800 367,000 393,700  

94 283,800 316,500 349,400 367,500   

95 284,700 317,200 350,100 367,900   

96 285,600 317,800 350,700 368,200   

97 286,200 318,300 351,100 368,800   

98 286,800 318,600 351,500 369,300   

99 287,400 319,200 352,000 369,800   

100 288,300 319,800 352,400 370,300   

101 289,100 320,200 352,900 370,900   

102 289,900 320,800 353,300 371,400   

103 290,700 321,400 353,800 371,900   

104 291,500 321,900 354,200 372,300   

105 292,100 322,300 354,500 372,900   

106 292,600 322,800 355,000 373,400   

107 293,100 323,300 355,400 373,900   

108 293,500 323,800 355,700 374,400   

109 293,700 324,200 356,200 375,000   

110 294,000 324,600 356,700 375,400   

111 294,200 324,900 357,200 375,900   

112 294,500 325,200 357,700 376,400   

113 294,800 325,500 358,200 377,000   

114 295,000 325,900 358,700    

115 295,300 326,300 359,200    

116 295,500 326,600 359,600    

117 295,800 326,800 360,000    

118 296,100 327,100 360,400    

119 296,400 327,500 360,900    

120 296,700 327,700 361,400    

121 297,000 327,900 361,800    

122 297,400 328,200 362,300    

123 297,700 328,500 362,800    

124 298,100 328,800 363,300    

125 298,300 329,000 363,600    

126 298,500 329,300     

127 298,800 329,700     

128 299,200 329,900     

129 299,400 330,100     
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130 299,700 330,300     

131 300,100 330,700     

132 300,500 330,900     

133 300,700 331,200     

134 301,000 331,600     

135 301,400 332,000     

136 301,700 332,400     

137 301,900 332,700     

138 302,200 333,100     

139 302,600 333,500     

140 302,900 333,900     

141 303,100 334,200     

142 303,500 334,600     

143 303,900 334,900     

144 304,200 335,300     

145 304,400 335,600     

146 304,600 336,000     

147 304,900 336,400     

148 305,300 336,800     

149 305,500 337,100     

150 305,700 337,500     

151 306,000 337,900     

152 306,300 338,300     

153 306,700 338,600     

154 306,900      

155 307,100      

156 307,400      

157 307,700      

158 308,000      

159 308,300      

160 308,600      

161 309,000      

162 309,300      

163 309,600      

164 309,900      

165 310,300      

166 310,600      

167 310,900      

168 311,200      
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169 311,600      

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 

 基準給料月

額 

基準給料月

額 

基準給料月

額 

基準給料月

額 

基準給料月

額 

基準給料月

額 

円 円 円 円 円 円 

236,100 256,400 263,600 273,800 290,100 327,300 

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する助産師、看護師、准看護師その他の職員で市長が

定めるものに適用する。 

別表第５中「第４条の３」を「第４条の２」に改める。 

第２条 一般職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「並びに期末手当」を「、期末手当並びに勤勉手当」に改める。 

第１７条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の１２０、１２月に支給する場合には１

００分の１２５」を「１００分の１２２．５」に改め、同条第３項中「、６月に支給する場合には

１００分の１２０、１２月に支給する場合には１００分の１２５」を「１００分の１２２．５」に

改め、同項第１号中「、６月に支給する場合には１００分の６７．５、１２月に支給する場合には

１００分の７０」を「１００分の６８．７５」に改め、同項第２号を次のように改める。 

（２） 削除 

第１８条第２項第１号中「、６月に支給する場合には１００分の１００、１２月に支給する場合

には１００分の１０５」を「１００分の１０２．５」に改め、同項第２号中「、６月に支給する場

合には１００分の４７．５、１２月に支給する場合には１００分の５０」を「１００分の４８．７

５」に改め、同条第３項中「これ」を「基本報酬の月額（月額以外の方法により支給する会計年度

任用職員の給料等にあっては、第１７条第４項に規定する市長が規則で定めるところにより月額に

相当する額として算定した額）並びにこれら」に改める。 

第１９条の２第３号中「、第１８条」を削り、同条第４号中「第１８条の２まで」を「第１７条

の３まで、第１８条の２」に改める。 

（大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 

第３条 大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２９年条例第１７

号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項中「 

号給 給料月額 

１ ３７６，０００円 

２ ４２２，０００円 

３ ４７２，０００円 

４ ５３３，０００円 

５ ６０８，０００円 

６ ７１０，０００円 

７ ８３０，０００円 

」を 

「 
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号給 給料月額 

１ ３８０，０００円 

２ ４２７，０００円 

３ ４７７，０００円 

４ ５３９，０００円 

５ ６１５，０００円 

６ ７１８，０００円 

７ ８３９，０００円 

」に改める。 

第８条第２項中「１００分の１２０」を「６月に支給する場合には１００分の１２０、１２月に

支給する場合には１００分の１２５」に、「１００分の１６５」を「６月に支給する場合には１０

０分の１６５、１２月に支給する場合には１００分の１７５」に改める。 

第４条 大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を次のように改正

する。 

第８条第２項中「６月に支給する場合には１００分の１２０、１２月に支給する場合には１００

分の１２５」を「１００分の１２２．５」に、「６月に支給する場合には１００分の１６５、１２

月に支給する場合には１００分の１７５」を「１００分の１７０」に改める。 

（企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第５条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年条例第２４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１９条第４号中「、第１４条」を削る。 

附 則 

 （施行期日等） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条及び第５条の規定は、令和６

年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例（次条において「改正後の給与

等条例」という。）の規定及び第３条の規定による改正後の大和高田市一般職の任期付職員の採用

及び給与の特例に関する条例（次条において「改正後の任期付職員条例」という。）の規定は、令

和５年４月１日から適用する。 

（給与の内払） 

第２条 改正後の給与等条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第１条の規定

による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例又は第３条の規定による改正前の大和高田市

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それ

ぞれ改正後の給与等条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。 

 

大和高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（保険医療課） 

条例第２３号 

大和高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和５年１２月１５日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

大和高田市国民健康保険税条例（昭和３２年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 
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第２１条に次の１項を加える。 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第５６条の８９第４項に規定する出産被保

険者（以下「出産被保険者」という。）が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得

割額及び被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減

額後の被保険者均等割額）は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

（１） 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第３

条の規定により算定した所得割額の１２分の１の額に、当該出産被保険者の出産の予定日（地方

税法施行規則第２４条の３０の５に定める場合には、出産の日。以下同じ。）の属する月（以下

「出産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の場合には、３月前）から出産予定月の翌々月まで

の期間（以下「産前産後期間」という。）のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

（２） 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者に

つき第４条の規定により算定した被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとし

た場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の

産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

（３） 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保

険者につき第６条の規定により算定した所得割額の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前

産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

（４） 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該

出産被保険者につき第７条の規定により算定した被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減

額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該

出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

（５） 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につ

き第８条の規定により算定した所得割額の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間

のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

（６） 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保

険者につき第９条の規定により算定した被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するも

のとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保

険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

第２２条の２の次に次の１条を加える。 

（出産被保険者に係る届出） 

第２２条の３ 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる

事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。 

（１） 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第５項に規定する個人番

号をいう。以下同じ。） 

（２） 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号 

（３） 出産の予定日 

（４） 単胎妊娠又は多胎妊娠の別 

（５） その他市長が必要と認める事項 

２ 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。 

（１） 出産の予定日を明らかにすることができる書類 
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（２） 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類 

（３） 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との

身分関係を明らかにすることができる書類 

３ 第１項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の６月前から行うことができる。 

４ 第１項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第２

項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第１項の規定に

よる届出を省略させることができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の大和高田市国民健康保険税条例の規定は、令和５年度分の国民健康保険

税のうち令和６年１月以後の期間に係るもの及び令和６年度以後の年度分の国民健康保険税につ

いて適用し、令和５年度分の国民健康保険税のうち令和５年１２月以前の期間に係るもの及び令和

４年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 

大和高田市手数料条例の一部を改正する条例（市民課） 

条例第２４号 

大和高田市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和５年１２月１５日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市手数料条例の一部を改正する条例 

大和高田市手数料条例（平成１２年条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

別表１０の項中「同法第１２０条第１項」の次に「若しくは第１２０条の２第１項」を加え、「磁

気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面」を「戸

籍証明書」に改め、同表１２の項中「同法第１２０条第１項」の次に「若しくは第１２０条の２第１

項」を加え、「磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一

部を証明した書面」を「除籍証明書」に改め、同表１４の項中「又は同法」を「、同法」に改め、「事

項の証明書の交付」の次に「又は同法第１２０条の６第１項の規定に基づく届書等情報の内容の証明

書の交付」を加え、同表１５の項中「事務」の次に「又は同法第１２０条の６第１項の規定に基づく

届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務」を加え、「書類１件につき」を「書類又は届書

等情報の内容を表示したもの１件につき」に改める。 

附 則 

この条例は、戸籍法の一部を改正する法律（令和元年法律第１７号）附則第１条第５号に掲げる規

定の施行の日から施行する。 

 

大和高田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例（保育幼稚園課） 

条例第２５号 

大和高田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例をここに公布する。 

令和５年１２月１５日 
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大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

大和高田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２

６年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第１５条第１項第２号中「同条第１１項」を「同条第１０項」に改める。 

第３６条第３項中「第６条第２項中」の次に「「特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に

限る。以下この項において同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設（特別利用教育を提供している

施設に限る。以下この項において同じ。）」と、」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

大和高田市空家等対策協議会条例の一部を改正する条例（住宅課） 

条例第２６号 

大和高田市空家等対策協議会条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和５年１２月１５日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市空家等対策協議会条例の一部を改正する条例 

大和高田市空家等対策協議会条例（平成２９年条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第７条第１項」を「第８条第１項」に改める。 

第２条第１号中「第６条第１項」を「第７条第１項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

規則 

大和高田市公園条例施行規則の一部を改正する規則（都市計画課） 

規則第３６号 

大和高田市公園条例施行規則の一部を改正する規則を次のように改正する。 

令和５年１２月１日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市公園条例施行規則の一部を改正する規則 

大和高田市公園条例施行規則（平成１７年規則第３９号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「公園の管理」を「条例第３条第１項に規定する行為、都市公園法（昭和３１年法

律第７９号。以下「法」という。）第５条第１項の規定による設置若しくは管理又は法第６条第１項若

しくは第３項の規定による占用（以下「公園内行為等」という。）」に、「申請書の様式は、次に掲げる

とおり」を「申請は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める申請書によるもの」に改め、

同項第１号中「条例第３条第２項」を「条例第３条第１項に規定する行為」に改め、同項第２号中「条

例第７条第１項第１号」を「法第５条第１項の規定による設置」に改め、同項第３号中「条例第７条

第１項第２号」を「法第５条第１項の規定による管理」に改め、同項第４号中「条例第７条第２項」

規 則 
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を「法第６条第１項の規定による占用」に改め、同条第２項中「申請書は」の次に「、公園内行為等

を行おうとする日の３月前から１４日前までに」を加え、同条第３項中「条例第３条第１項、都市公

園法（昭和３１年法律第７９号。以下「法」という。）第５条第１項又は法第６条第１項若しくは第３

項の規定により」を「公園内行為等に係る」に、「許可期間満了前５日前」を「許可期間満了前５日」

に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、市長は、その必要に応じて公園内行為等の申請の期間を変更すること

ができる。 

第３条中「前条の申請」を「公園内行為等」に改め、同条に次の２項を加える。 

２ 市長は、同一の公園における同一の日の公園内行為等について異なった日に二以上の申請があっ

たときは、最先の申請者に対してのみその許可を行うものとする。 

３ 市長は、同一の公園における同一の日の公園内行為等について同日に二以上の申請があったとき

は、抽選により定めた一の申請者に対してのみ許可を行うものとする。 

第８条を第９条とし、第７条の次に次の１条を加える。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第８条 公園内行為等の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならないものとする。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

大和高田市空家等対策の推進に関する規則の一部を改正する規則（住宅課） 

規則第３７号 

大和高田市空家等対策の推進に関する規則の一部を改正する規則を次のように改正する。 

令和５年１２月４日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市空家等対策の推進に関する規則の一部を改正する規則 

大和高田市空家等対策の推進に関する規則（令和２年規則第３３号）の一部を次のように改正する。 

第９条を第１２条とする。 

第８条第１項中「様式第１４号」を「様式第１９号」に改め、同条第２項中「様式第１５号」を「様

式第２０号」に改め、同条第３項中「様式第１６号」を「様式第２１号」に改め、同項ただし書中「様

式第１７号」を「様式第２２号」に改め、同条を第１１条とする。 

第７条中「第１４条第９項」を「第２２条第９項」に改め、同条第１号中「様式第１１号」を「様

式第１５号」に改め、同条第２号中「様式第１２号」を「様式第１６号」に改め、同条第３号中「行

政代執行法」の前に「法第２２条第９項の規定による」を加え、「様式第１３号」を「様式第１７号」

に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 法第２２条第１１項の措置は、行政代執行法第３条第３項の規定によりこれを行い、又は行わせ

るものとする。この場合における行政第執行法第４条の証票は、執行責任者証（様式第１８号）と

する。 

第７条を第１０条とする。 

第６条の見出し中「（」の次に「特定空家等に係る」を加え、同条第１項中「第１４条第３項」を

「第２２条第３項」に、「様式第５号」を「様式第９号」に改め、同条第２項中「第１４条第４項」を

「第２２条第４項」に、「様式第６号」を「様式第１０号」に改め、同条第３項中「第１４条第４項」

を「第２２条第４項」に、「様式第７号」を「様式第１１号」に改め、同条第４項中「第１４条第５項」

を「第２２条第５項」に、「様式第８号」を「様式第１２号」に改め、同条第５項中「第１４条第７項」
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を「第２２条第７項」に、「様式第９号」を「様式第１３号」に改め、同条第６項中「第１４条第１１

項の規定による」を「第２２条第１３項の」に、「様式第１０号」を「様式第１４号」に改め、同条を

第９条とする。 

第５条の見出し中「（」の次に「特定空家等に係る」を加え、同条中「第１４条第２項」を「第２

２条第２項」に、「様式第４号」を「様式第８号」に改め、同条を第８条とする。 

第４条の見出し中「（」の次に「特定空家等に係る」を加え、同条中「第１４条第１項」を「第２

２条第１項」に、「様式第３号」を「様式第７号」に改め、同条を第７条とする。 

第３条第１項中「様式第１号」を「様式第３号」に改め、同条第２項中「様式第２号」を「様式第

４号」に改め、同条を第４条とし、同条の次に次の２条を加える。 

（管理不全空家等に係る指導） 

第５条 法第１３条第１項の規定による指導は、指導通知書（様式第５号）により行うものとする。 

（管理不全空家等に係る勧告） 

第６条 法第１３条第２項の規定による勧告は、勧告書（様式第６号）により行うものとする。 

第２条の次に次の１条を加える。 

（報告徴収） 

第３条 法第９条第２項の規定による報告の徴収は、空家等に係る事項に関する報告徴収書（様式第

１号）により行うものとする。 

２ 法第９条第２項の規定による報告は、空家等に係る事項に関する報告書（様式第２号）により行

うものとする。 

 様式第１７号中「第８条関係」を「第１１条関係」に改め、同様式を様式第２２号とする。 

 様式第１６号中「第８条関係」を「第１１条関係」に改め、同様式を様式第２１号とする。 

 様式第１５号中「第８条関係」を「第１１条関係」に改め、同様式を様式第２０号とする。 

 様式第１４号中「第８条関係」を「第１１条関係」に、「第４条第１項」を「第５条第１項」に改め、

同様式を様式第１９号とする。 

 様式第１３号中「第７条関係」を「第１０条関係」に、「第１４条」を「第２２条」に、「１０～１

５」を「１０～１７」に改め、同様式を様式第１７号とし、同様式の次に次の１様式を加える。 
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様式第１８号（第１０条関係） 

 

 

 

 

執 行 責 任 者 証 

第   号 

部    課長  

 

上記の者は、下記の緊急代執行の執行責任者であることを証する。 

年  月  日 

大和高田市長         印 

 

記 

 

１ 代執行をなすべき事項 

代執行令書（    年  月  日付け  第   号） 

記載の大和高田市            

２ 代執行をなすべき時期 

年  月  日から    年  月  日までの間 

 

 

 

 
○空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）（抜粋） 

（特定空家等に係る措置） 

第２２条 （以上略） 

１１ 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な

状態にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生

活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、第三項から

第八項までの規定により当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの

規定にかかわらず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自

ら行い、又は措置実施者に行わせることができる。 

１２～１７ （略） 

 

○行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）（抜粋） 

 （証票の携帯） 

第４条 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人

であることを示すべき証票を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを呈示しなけ

ればならない。 

 

【注意】本証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 

 

 

９．０ｃｍ 

５
．
５
ｃ
ｍ
 

（裏） 

（表） 
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様式第１２号中「第７条関係」を「第１０条関係」に、「第１４条第９項」を「第２２条第９項」

に改め、同様式を様式第１６号とする。 

様式第１１号中「第７条関係」を「第１０条関係」に、「第１４条第９項」を「第２２条第９項」

に改め、同様式を様式第１５号とする。 

様式第１０号中「第６条関係」を「第９条関係」に、「第１４条第３項」を「第２２条第３項」に

改め、同様式を様式第１４号とする。 

様式第９号中「第６条関係」を「第９条関係」に、「第１４条第６項」を「第２２条第６項」に、「第

１４条第８項」を「第２２条８項」に改め、同様式を様式第１３号とする。 

様式第８号中「第６条関係」を「第９条関係」に、「第１４条第５項」を「第２２条第５項」に改

め、同様式を様式第１２号とする。 

様式第７号中「第６条関係」を「第９条関係」に、「第１４条第４項」を「第２２条第４項」に改

め、同様式を様式第１１号とする。 

様式第６号中「第６条関係」を「第９条関係」に、「第１４条第３項」を「第２２条第３項」に、「第

１４条第４項」を「第２２条第４項」に改め、同様式を様式第１０号とする。 

様式第５号中「第６条関係」を「第９条関係」に、「第１４条第３項」を「第２２条第３項」に、「第

１６条第１項」を「第３０条第１項」に、「第１４条第９項」を「第２２条第９項」に改め、同様式を

様式第９号とする。 

様式第４号中「第５条関係」を「第８条関係」に、「第１４条第２項」を「第２２条第２項」に、「第

１４条第３項」を「第２２条第３項」に、 

「敷地について、当該特例の対象から除外されることとなります。」 

を 

「敷地について、当該特例の対象から除外されることとなります。 

  災害その他非常の場合においては、法第２２条第１１項の規定に基づき、当該措置について緊急

代執行の手続に移行することがあります。」 

に改め、同様式を様式第８号とする。 

様式第３号中「第４条関係」を「第７条関係」に、「第１４条第１項」を「第２２条第１項」に、「第

１４条第２項」を「第２２条第２項」に、 

「は、当該敷地について、当該特例の対象から除外されることとなります。」 

を 

「は、当該敷地について、当該特例の対象から除外されることとなります。 

災害その他非常の場合においては、法第２２条第１１項の規定に基づき、当該措置について緊急

代執行の手続に移行することがあります。」 

に改め、同様式を様式第７号とする。 

様式第２号中「第３条関係」を「第４条関係」に、「第１４条第１項から第３項」を「第２２条第

１項から第３項」に、「、当該職員又は」を「、空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に

関し報告させ、又はその職員若しくは」に改め、同様式を様式第４号とする。 

様式第１号中「第３条関係」を「第４条関係」に、「第１６条第２項」を「第３０条第２項」に改

め、同様式を様式第３号とし、同様式の前に次の２様式を加える。 
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様式第１号（第３条関係） 

第     号 

年  月  日 

      様 

大和高田市長        印 

 

空家等に係る事項に関する報告徴収書 

 

あなたが所有し、又は管理する下記空家等に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２

６年法律第１２７号。以下「法」という。）第２２条第１項から第３項までの規定の施行のため、下記

のとおり法第９条第２項の規定に基づき当該空家等に関する事項について報告を求めます。 

 

記 

 

１ 対象となる空家等 

（１） 所在地  奈良県大和高田市 

（２） 所有者等の住所及び氏名 

２ 報告を求める内容 

（１） 必要な措置をとる意向の有無 

（２） （１）において有と答えた場合 

何をいつまでにどのようにするのか、具体的に記載してください。 

既に講じた措置がある場合、又は既に措置を講じようと動かれている場合は、その内容を確認

できる書類等を報告書に添付してください。 

（３） （１）において無と答えた場合 

措置を講じる意向の無い正当な理由がある場合は、具体的に記載してください。 

３ 報告書の提出先 

  大和高田市     部     課長     宛 

送付先：奈良県大和高田市 

４ 報告期日     年  月  日（ ） まで 

 
（備考） 

上記４の期日までに上記３の者まで報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、法第３０条第２項の規定に基

づき、２０万円以下の過料に処されることとなります。 

当該空家等が特定空家等に該当すると認められた場合、又は既に当該空家等が特定空家等に該当すると認められ

ている場合、法第２２条第１項から第３項の規定に基づき、周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる

よう、助言・指導、勧告、命令を行うことがあります。 

（教示） 

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、大和高

田市長に対し審査請求をすることができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以

内であっても、この処分の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して６月以内に限り、大和高田市を被告

として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）提起することができます（なお、この

処分の通知を受けた日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過する

とこの処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。また、この処分の通知を受けた日の翌日から起

算して３月以内に審査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受け

た日の翌日から起算して６月以内であれば、提起することができます。 
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様式第２号（第３条関係） 

年  月  日 

大和高田市長  宛 

提出者 住所                

氏名            印   

法人にあっては、主たる事務所の所在地 

名称、代表者の氏名及び代表者印 

電話番号             

 

空家等に係る事項に関する報告書 

 

     年  月  日付け  第   号により報告を求められた空家等に係る事項について、

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第９条第２項に基づき、下記の

とおり報告します。 

 

記 

 

１ 対象となる空家等 

（１） 所在地  奈良県大和高田市 

（２） 所有者等の住所及び氏名 

 

２ 報告事項 

（１） 必要な措置をとる意向の有無   有 ・ 無 

（２）    年  月  日（ ） までに次のとおり措置を講じます。 

 

 

 

 

 

 

（３） 具体的な理由 

 

 

 

 

３ 添付書類 

 

 

 

（備考） 

所定の欄に記載できないときは、別紙に記載の上、添付してください。 

上記２及び３について、虚偽の報告をしたものは、法第３０条第２項の規定に基づき、２０万円

以下の過料に処されることとなります。
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   附 則 

この規則は、令和５年１２月１３日から施行する。 

 

一般職の職員の給与等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則（人事課） 

規則第３８号 

一般職の職員の給与等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和５年１２月１５日 

大和高田市長 堀内 大造   

一般職の職員の給与等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則 

 （一般職の職員の給与等に関する条例施行規則の一部改正） 

第１条 一般職の職員の給与等に関する条例施行規則（昭和３２年規則第１１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１条の３第１項中「第４条の４」を「第４条の３」に改める。 

第１１条第２項に次の１号を加える。 

（６） 法第２６条の２第１項の規定により修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間に

ついては、その２分の１の期間 

第１７条第２項中第１０号を第１１号とし、第９号の次に次の１号を加える。 

（１０） 法第２６条の２第１項の規定により修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間 

第１９条第１項第１号中「１００分の１０５」を「１００分の１１０」に、「１００分の１１０」

を「１００分の１１５」に改め、同項第２号中「１００分の１００」を「１００分の１０５」に、

「１００分の１０５」を「１００分の１１０」に改め、同項第３号中「１００分の１００」を「１

００分の１０５」に改め、同項第４号中「１００分の９５」を「１００分の１００」に改め、同条

第２項第１号中「１００分の４７．５」を「１００分の５０」に、「１００分の５２．５」を「１

００分の５５」に改め、同項第２号中「１００分の４７．５」を「１００分の５０」に改め、同項

第３号中「１００分の４２．５」を「１００分の４５」に改める。 

第２条 一般職の職員の給与等に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。 

第１９条第１項第１号中「１００分の１１０」を「１００分の１０７．５」に、「１００分の１

１５」を「１００分の１１２．５」に改め、同項第２号中「１００分の１０５」を「１００分の１

０２．５」に、「１００分の１１０」を「１００分の１０７．５」に改め、同項第３号中「１００

分の１０５」を「１００分の１０２．５」に改め、同項第４号中「１００分の１００」を「１００

分の９７．５」に改め、同条第２項第１号中「１００分の５０」を「１００分の４８．７５」に、

「１００分の５５」を「１００分の５３．７５」に改め、同項第２号中「１００分の５０」を「１

００分の４８．７５」に改め、同項第３号中「１００分の４５」を「１００分の４３．７５」に改

める。 

 （一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部改正） 

第３条 一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則（昭和３３年規則第８号）の一部を次

のように改正する。 

別表第３修学年数調整表の表備考第３号中「級別資格基準表又は」を削る。 

  別表第５イ 行政職給料表昇格時号給対応表の表中 

 「 

５４ ２２ ３８ ３８ 

５５ ２３ ３９ ３９ 
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５６ ２４ ４０ ４０ 

５７ ２５ ４１ ４１ 

５８ ２５ ４１ ４２ 

５９ ２５ ４２ ４３ 

６０ ２６ ４２ ４４ 

６１ ２６ ４３ ４５ 

６２ ２６ ４３ ４５ 

６３ ２７ ４４ ４５ 

６４ ２７ ４４ ４６ 

６５ ２７ ４５ ４６ 

６６ ２８ ４５ ４６ 

６７ ２８ ４６ ４７ 

６８ ２８ ４６ ４７ 

６９ ２９ ４７ ４７ 

７０ ２９ ４７ ４８ 

７１ ３０ ４８ ４８ 

７２ ３０ ４８ ４８ 

７３ ３１ ４９ ４９ 

７４ ３１ ４９ ４９ 

７５ ３２ ４９ ４９ 

７６ ３２ ４９ ５０ 

７７ ３３ ５０ ５０ 

７８ ３３ ５０ ５０ 

７９ ３４ ５０ ５１ 

８０ ３４ ５０ ５１ 

８１ ３５ ５１ ５１ 

８２ ３５ ５１ ５２ 

８３ ３６ ５１ ５２ 

８４ ３６ ５１ ５２ 

８５ ３７ ５２ ５３ 

８６ ３７ ５２ ５３ 

８７ ３８ ５２ ５３ 

８８ ３８ ５２ ５３ 

８９ ３９ ５３ ５４ 

９０ ３９ ５３ ５４ 

９１ ４０ ５３ ５４ 

９２ ４０ ５３ ５４ 

９３ ４１ ５３ ５５ 

９４  ５４ ５５ 
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９５  ５４ ５５ 

９６  ５４ ５５ 

９７  ５４ ５５ 

９８  ５４ ５６ 

９９  ５５ ５６ 

１００  ５５ ５６ 

１０１  ５５ ５６ 

１０２  ５５ ５６ 

１０３  ５５ ５７ 

１０４  ５６ ５７ 

１０５  ５６ ５７ 

１０６  ５６ ５７ 

１０７  ５６ ５７ 

１０８  ５６ ５８ 

１０９  ５６ ５８ 

１１０  ５７ ５８ 

１１１  ５７ ５８ 

１１２  ５７ ５８ 

１１３  ５７ ５９ 

１１４  ５７  

１１５  ５７  

１１６  ５８  

１１７  ５８  

１１８  ５８  

１１９  ５８  

１２０  ５８  

１２１  ５８  

１２２  ５９  

１２３  ５９  

１２４  ５９  

１２５  ５９  

」を 

 「 

５４ ２１ ３７ ３８ 

５５ ２２ ３８ ３９ 

５６ ２２ ３８ ４０ 

５７ ２３ ３９ ４１ 

５８ ２３ ３９ ４２ 

５９ ２４ ４０ ４３ 
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６０ ２４ ４０ ４４ 

６１ ２５ ４１ ４５ 

６２ ２５ ４２ ４５ 

６３ ２６ ４３ ４５ 

６４ ２６ ４４ ４６ 

６５ ２７ ４５ ４６ 

６６ ２７ ４５ ４６ 

６７ ２８ ４６ ４７ 

６８ ２８ ４６ ４７ 

６９ ２９ ４７ ４７ 

７０ ２９ ４７ ４８ 

７１ ２９ ４８ ４８ 

７２ ３０ ４８ ４８ 

７３ ３０ ４９ ４９ 

７４ ３０ ４９ ４９ 

７５ ３１ ４９ ４９ 

７６ ３１ ４９ ５０ 

７７ ３１ ４９ ５０ 

７８ ３２ ５０ ５０ 

７９ ３２ ５０ ５１ 

８０ ３２ ５０ ５１ 

８１ ３３ ５０ ５１ 

８２ ３３ ５０ ５２ 

８３ ３３ ５１ ５２ 

８４ ３４ ５１ ５２ 

８５ ３４ ５１ ５３ 

８６ ３４ ５１ ５３ 

８７ ３５ ５１ ５３ 

８８ ３５ ５２ ５３ 

８９ ３５ ５２ ５４ 

９０ ３６ ５２ ５４ 

９１ ３６ ５２ ５４ 

９２ ３６ ５２ ５４ 

９３ ３７ ５３ ５５ 

９４  ５３ ５５ 

９５  ５３ ５５ 

９６  ５３ ５５ 

９７  ５３ ５５ 

９８  ５４ ５５ 
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９９  ５４ ５５ 

１００  ５４ ５６ 

１０１  ５４ ５６ 

１０２  ５４ ５６ 

１０３  ５５ ５６ 

１０４  ５５ ５６ 

１０５  ５５ ５６ 

１０６  ５５ ５６ 

１０７  ５５ ５７ 

１０８  ５６ ５７ 

１０９  ５６ ５７ 

１１０  ５６ ５７ 

１１１  ５６ ５７ 

１１２  ５６ ５７ 

１１３  ５６ ５７ 

１１４  ５６  

１１５  ５６  

１１６  ５６  

１１７  ５７  

１１８  ５７  

１１９  ５７  

１２０  ５７  

１２１  ５７  

１２２  ５７  

１２３  ５７  

１２４  ５７  

１２５  ５７  

」に、 

 「 

３２ 

３２ 

３２ 

３２ 

３２ 

３２ 

３２ 

３２ 

３２ 

３２ 
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３２ 

３２ 

３２ 

３３ 

３３ 

３４ 

３４ 

３５ 

」を 

「 

３１ 

３１ 

３１ 

３１ 

３１ 

３１ 

３１ 

３１ 

３１ 

３１ 

３２ 

３２ 

３２ 

３２ 

３２ 

３２ 

３２ 

３３ 

」に改め、 

同表ロ 教育職給料表（１）昇格時号給対応表の表中 

 「 

４６ ２６ 

４７ ２７ 

４８ ２８ 

４９ ２９ 

５０ ２９ 

５１ ３０ 

５２ ３０ 

５３ ３１ 
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５４ ３１ 

５５ ３２ 

５６ ３２ 

５７ ３３ 

５８ ３３ 

５９ ３３ 

６０ ３４ 

６１ ３４ 

６２ ３４ 

６３ ３５ 

６４ ３５ 

６５ ３５ 

６６ ３６ 

６７ ３６ 

６８ ３６ 

６９ ３７ 

７０ ３８ 

７１ ３９ 

７２ ４０ 

７３ ４１ 

７４ ４１ 

７５ ４２ 

７６ ４２ 

７７ ４３ 

７８ ４３ 

７９ ４４ 

８０ ４４ 

８１ ４５ 

８２ ４５ 

８３ ４６ 

８４ ４６ 

８５ ４７ 

８６ ４７ 

８７ ４８ 

８８ ４８ 

８９ ４９ 

９０ ４９ 

９１ ５０ 

９２ ５０ 
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９３ ５１ 

９４ ５１ 

９５ ５２ 

９６ ５２ 

９７ ５３ 

９８ ５３ 

９９ ５４ 

１００ ５４ 

１０１ ５５ 

１０２ ５５ 

１０３ ５６ 

１０４ ５６ 

１０５ ５７ 

１０６ ５７ 

１０７ ５７ 

１０８ ５８ 

１０９ ５８ 

１１０ ５８ 

１１１ ５９ 

１１２ ５９ 

１１３ ５９ 

１１４ ６０ 

１１５ ６０ 

１１６ ６０ 

１１７ ６１ 

１１８ ６１ 

１１９ ６１ 

１２０ ６１ 

１２１ ６１ 

１２２ ６２ 

１２３ ６２ 

１２４ ６２ 

１２５ ６２ 

１２６ ６２ 

１２７ ６３ 

１２８ ６３ 

１２９ ６３ 

１３０ ６３ 

１３１ ６３ 
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１３２ ６４ 

１３３ ６４ 

１３４ ６４ 

１３５ ６４ 

１３６ ６４ 

１３７ ６５ 

１３８ ６５ 

１３９ ６５ 

１４０ ６５ 

１４１ ６５ 

１４２ ６６ 

１４３ ６６ 

１４４ ６６ 

１４５ ６６ 

１４６ ６６ 

１４７ ６７ 

１４８ ６７ 

１４９ ６７ 

１５０ ６７ 

１５１ ６７ 

１５２ ６８ 

１５３ ６８ 

」を 

「 

４６ ２５ 

４７ ２６ 

４８ ２６ 

４９ ２７ 

５０ ２７ 

５１ ２８ 

５２ ２８ 

５３ ２９ 

５４ ２９ 

５５ ３０ 

５６ ３０ 

５７ ３１ 

５８ ３１ 

５９ ３２ 

６０ ３２ 
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６１ ３３ 

６２ ３３ 

６３ ３４ 

６４ ３４ 

６５ ３５ 

６６ ３５ 

６７ ３６ 

６８ ３６ 

６９ ３７ 

７０ ３７ 

７１ ３８ 

７２ ３８ 

７３ ３９ 

７４ ３９ 

７５ ４０ 

７６ ４０ 

７７ ４１ 

７８ ４１ 

７９ ４２ 

８０ ４２ 

８１ ４３ 

８２ ４３ 

８３ ４４ 

８４ ４４ 

８５ ４５ 

８６ ４５ 

８７ ４６ 

８８ ４６ 

８９ ４７ 

９０ ４７ 

９１ ４８ 

９２ ４８ 

９３ ４９ 

９４ ４９ 

９５ ５０ 

９６ ５０ 

９７ ５１ 

９８ ５１ 

９９ ５２ 
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53 

１００ ５２ 

１０１ ５３ 

１０２ ５３ 

１０３ ５４ 

１０４ ５４ 

１０５ ５５ 

１０６ ５５ 

１０７ ５６ 

１０８ ５６ 

１０９ ５７ 

１１０ ５７ 

１１１ ５７ 

１１２ ５７ 

１１３ ５８ 

１１４ ５８ 

１１５ ５８ 

１１６ ５８ 

１１７ ５９ 

１１８ ５９ 

１１９ ５９ 

１２０ ５９ 

１２１ ６０ 

１２２ ６０ 

１２３ ６０ 

１２４ ６０ 

１２５ ６１ 

１２６ ６１ 

１２７ ６１ 

１２８ ６１ 

１２９ ６１ 

１３０ ６１ 

１３１ ６２ 

１３２ ６２ 

１３３ ６２ 

１３４ ６２ 

１３５ ６２ 

１３６ ６２ 

１３７ ６３ 

１３８ ６３ 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

54 

１３９ ６３ 

１４０ ６３ 

１４１ ６３ 

１４２ ６３ 

１４３ ６４ 

１４４ ６４ 

１４５ ６４ 

１４６ ６４ 

１４７ ６４ 

１４８ ６４ 

１４９ ６５ 

１５０ ６５ 

１５１ ６６ 

１５２ ６６ 

１５３ ６７ 

」に改め、 

同表ハ 教育職給料表（２）昇格時号給対応表の表中 

「 

４６ ３８ 

４７ ３９ 

４８ ４０ 

４９ ４１ 

５０ ４１ 

５１ ４１ 

５２ ４２ 

５３ ４２ 

５４ ４２ 

５５ ４３ 

５６ ４３ 

５７ ４３ 

５８ ４４ 

」を 

「 

４６ ３７ 

４７ ３８ 

４８ ３８ 

４９ ３９ 

５０ ３９ 

５１ ４０ 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

55 

５２ ４０ 

５３ ４１ 

５４ ４１ 

５５ ４２ 

５６ ４２ 

５７ ４３ 

５８ ４３ 

」に、 

「 

７９ ５４ 

８０ ５４ 

８１ ５５ 

８２ ５５ 

８３ ５６ 

８４ ５６ 

８５ ５７ 

８６ ５８ 

８７ ５９ 

８８ ６０ 

８９ ６１ 

９０ ６１ 

９１ ６１ 

９２ ６２ 

９３ ６２ 

９４ ６２ 

９５ ６３ 

９６ ６３ 

９７ ６３ 

９８ ６４ 

９９ ６４ 

１００ ６４ 

１０１ ６５ 

１０２ ６５ 

１０３ ６５ 

１０４ ６５ 

１０５ ６５ 

１０６ ６５ 

１０７ ６５ 

１０８ ６６ 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

56 

１０９ ６６ 

１１０ ６６ 

１１１ ６６ 

１１２ ６６ 

１１３ ６６ 

１１４ ６６ 

１１５ ６７ 

１１６ ６７ 

１１７ ６７ 

１１８ ６７ 

１１９ ６７ 

１２０ ６７ 

１２１ ６７ 

１２２ ６８ 

１２３ ６８ 

１２４ ６８ 

」を 

「 

７９ ５３ 

８０ ５４ 

８１ ５４ 

８２ ５４ 

８３ ５５ 

８４ ５５ 

８５ ５５ 

８６ ５６ 

８７ ５６ 

８８ ５６ 

８９ ５７ 

９０ ５７ 

９１ ５８ 

９２ ５８ 

９３ ５９ 

９４ ５９ 

９５ ６０ 

９６ ６０ 

９７ ６１ 

９８ ６１ 

９９ ６１ 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

57 

１００ ６１ 

１０１ ６２ 

１０２ ６２ 

１０３ ６２ 

１０４ ６２ 

１０５ ６３ 

１０６ ６３ 

１０７ ６３ 

１０８ ６３ 

１０９ ６４ 

１１０ ６４ 

１１１ ６４ 

１１２ ６４ 

１１３ ６５ 

１１４ ６５ 

１１５ ６５ 

１１６ ６５ 

１１７ ６６ 

１１８ ６６ 

１１９ ６６ 

１２０ ６６ 

１２１ ６７ 

１２２ ６７ 

１２３ ６７ 

１２４ ６７ 

」に改め、 

同表ニ 医療職給料表（１）昇格時号給対応表の表中 

「 

４７ ２６ 

４８ ２６ 

４９ ２７ 

５０ ２７ 

５１ ２７ 

５２ ２７ 

５３ ２８ 

５４ ２８ 

５５ ２８ 

５６ ２８ 

５７ ２９ 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

58 

５８ ２９ 

５９ ２９ 

６０ ３０ 

６１ ３０ 

６２ ３０ 

６３ ３１ 

６４ ３１ 

」を、 

「 

４７ ２５ 

４８ ２６ 

４９ ２６ 

５０ ２６ 

５１ ２６ 

５２ ２７ 

５３ ２７ 

５４ ２７ 

５５ ２７ 

５６ ２８ 

５７ ２８ 

５８ ２８ 

５９ ２８ 

６０ ２９ 

６１ ２９ 

６２ ２９ 

６３ ３０ 

６４ ３０ 

」に改め、 

同表ホ 医療職給料表（２）昇格時号給対応表の表中 

「 

４６ ２６ ３０ 

４７ ２７ ３１ 

４８ ２８ ３２ 

４９ ２９ ３３ 

５０ ２９ ３４ 

５１ ３０ ３５ 

５２ ３０ ３６ 

５３ ３１ ３７ 

５４ ３１ ３８ 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

59 

５５ ３２ ３９ 

５６ ３２ ４０ 

５７ ３３ ４１ 

５８ ３３ ４２ 

５９ ３４ ４３ 

６０ ３４ ４４ 

６１ ３５ ４５ 

６２ ３５ ４６ 

６３ ３６ ４７ 

６４ ３６ ４８ 

６５ ３７ ４９ 

６６ ３７ ５０ 

６７ ３８ ５１ 

６８ ３８ ５２ 

６９ ３９ ５３ 

７０ ３９ ５３ 

７１ ４０ ５４ 

７２ ４０ ５４ 

７３ ４１ ５５ 

７４ ４１ ５５ 

７５ ４２ ５６ 

７６ ４２ ５６ 

７７ ４３ ５７ 

７８ ４３ ５７ 

７９ ４４ ５８ 

８０ ４４ ５８ 

８１ ４５ ５９ 

８２ ４５ ５９ 

８３ ４６ ６０ 

８４ ４６ ６０ 

８５ ４７ ６１ 

８６  ６１ 

８７  ６１ 

８８  ６１ 

８９  ６１ 

９０  ６１ 

９１  ６１ 

９２  ６２ 

９３  ６２ 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

60 

９４  ６２ 

９５  ６２ 

９６  ６２ 

９７  ６２ 

９８  ６２ 

９９  ６３ 

１００  ６３ 

１０１  ６３ 

１０２  ６３ 

１０３  ６３ 

１０４  ６３ 

」を 

「 

４６ ２５ ３０ 

４７ ２６ ３１ 

４８ ２６ ３２ 

４９ ２７ ３３ 

５０ ２７ ３４ 

５１ ２８ ３５ 

５２ ２８ ３６ 

５３ ２９ ３７ 

５４ ２９ ３８ 

５５ ３０ ３９ 

５６ ３０ ４０ 

５７ ３１ ４１ 

５８ ３１ ４２ 

５９ ３２ ４３ 

６０ ３２ ４４ 

６１ ３３ ４５ 

６２ ３３ ４６ 

６３ ３４ ４７ 

６４ ３４ ４８ 

６５ ３５ ４９ 

６６ ３５ ５０ 

６７ ３６ ５１ 

６８ ３６ ５２ 

６９ ３７ ５３ 

７０ ３７ ５３ 

７１ ３８ ５４ 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

61 

７２ ３８ ５４ 

７３ ３９ ５５ 

７４ ３９ ５５ 

７５ ４０ ５６ 

７６ ４０ ５６ 

７７ ４１ ５７ 

７８ ４１ ５７ 

７９ ４１ ５７ 

８０ ４２ ５８ 

８１ ４２ ５８ 

８２ ４２ ５８ 

８３ ４３ ５９ 

８４ ４３ ５９ 

８５ ４３ ５９ 

８６  ６０ 

８７  ６０ 

８８  ６０ 

８９  ６０ 

９０  ６０ 

９１  ６１ 

９２  ６１ 

９３  ６１ 

９４  ６１ 

９５  ６１ 

９６  ６２ 

９７  ６２ 

９８  ６２ 

９９  ６２ 

１００  ６２ 

１０１  ６３ 

１０２  ６３ 

１０３  ６３ 

１０４  ６３ 

」に、 

「 

３４ ３４ 

３４ ３４ 

３５ ３５ 

３５ ３５ 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

62 

３６ ３６ 

３６ ３６ 

３７ ３７ 

３８ ３７ 

３９ ３７ 

４０ ３８ 

４１ ３８ 

４１ ３８ 

４１ ３９ 

４２ ３９ 

４２ ３９ 

４２ ４０ 

４３ ４０ 

４３ ４０ 

４３ ４０ 

４４ ４１ 

４４ ４１ 

４４ ４１ 

４５ ４１ 

４５ ４２ 

４５ ４２ 

４５ ４２ 

４６ ４２ 

４６ ４３ 

４６ ４３ 

４６ ４３ 

４７ ４３ 

４７ ４４ 

４７ ４４ 

４７ ４４ 

４８ ４４ 

４８  

４８  

４８  

４８  

４８  

４９  

４９  

４９  



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

63 

４９  

４９  

４９  

５０  

５０  

５０  

５０  

５０  

５０  

５１  

５１  

」を 

「 

３４ ３３ 

３４ ３４ 

３５ ３４ 

３５ ３４ 

３６ ３５ 

３６ ３５ 

３７ ３５ 

３７ ３６ 

３８ ３６ 

３８ ３６ 

３９ ３７ 

３９ ３７ 

４０ ３８ 

４０ ３８ 

４１ ３９ 

４１ ３９ 

４１ ４０ 

４２ ４０ 

４２ ４０ 

４２ ４０ 

４３ ４０ 

４３ ４１ 

４３ ４１ 

４４ ４１ 

４４ ４１ 

４４ ４１ 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

64 

４５ ４２ 

４５ ４２ 

４５ ４２ 

４５ ４２ 

４６ ４２ 

４６ ４３ 

４６ ４３ 

４６ ４３ 

４７ ４３ 

４７  

４７  

４７  

４７  

４８  

４８  

４８  

４８  

４８  

４９  

４９  

４９  

４９  

４９  

５０  

５０  

５０  

５０  

５０  

」に改め、 

同表へ 医療職給料表（３）昇格時号給対応表の表中 

「 

５８ ４２ 

５９ ４３ 

６０ ４４ 

６１ ４５ 

６２ ４６ 

６３ ４７ 

６４ ４８ 

６５ ４９ 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

65 

６６ ５０ 

６７ ５１ 

６８ ５２ 

６９ ５３ 

７０ ５４ 

７１ ５５ 

７２ ５６ 

７３ ５７ 

７４ ５８ 

７５ ５９ 

７６ ６０ 

７７ ６１ 

７８ ６２ 

７９ ６３ 

８０ ６４ 

８１ ６５ 

８２ ６５ 

８３ ６６ 

８４ ６６ 

８５ ６７ 

８６ ６７ 

８７ ６８ 

８８ ６８ 

８９ ６９ 

９０ ７０ 

９１ ７１ 

９２ ７２ 

９３ ７３ 

９４ ７３ 

９５ ７４ 

９６ ７４ 

９７ ７５ 

９８ ７５ 

９９ ７６ 

１００ ７６ 

１０１ ７７ 

１０２ ７７ 

１０３ ７８ 

１０４ ７８ 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

66 

１０５ ７９ 

１０６ ７９ 

１０７ ８０ 

１０８ ８０ 

１０９ ８１ 

１１０ ８１ 

１１１ ８１ 

１１２ ８１ 

１１３ ８２ 

１１４ ８２ 

１１５ ８２ 

１１６ ８２ 

１１７ ８３ 

１１８ ８３ 

１１９ ８３ 

１２０ ８３ 

１２１ ８４ 

１２２ ８４ 

１２３ ８４ 

１２４ ８４ 

１２５ ８５ 

１２６ ８５ 

１２７ ８５ 

１２８ ８６ 

１２９ ８６ 

１３０ ８６ 

１３１ ８７ 

１３２ ８７ 

１３３ ８７ 

１３４ ８８ 

１３５ ８８ 

１３６ ８８ 

１３７ ８９ 

１３８ ８９ 

１３９ ８９ 

１４０ ８９ 

１４１ ９０ 

１４２ ９０ 

１４３ ９０ 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

67 

１４４ ９０ 

１４５ ９１ 

１４６ ９１ 

１４７ ９１ 

１４８ ９１ 

１４９ ９２ 

１５０ ９２ 

１５１ ９２ 

１５２ ９２ 

１５３ ９３ 

１５４ ９３ 

１５５ ９３ 

１５６ ９３ 

１５７ ９４ 

１５８ ９４ 

１５９ ９４ 

１６０ ９４ 

１６１ ９５ 

１６２ ９５ 

１６３ ９５ 

１６４ ９５ 

１６５ ９６ 

」を 

「 

５８ ４１ 

５９ ４２ 

６０ ４２ 

６１ ４３ 

６２ ４３ 

６３ ４４ 

６４ ４４ 

６５ ４５ 

６６ ４６ 

６７ ４７ 

６８ ４８ 

６９ ４９ 

７０ ５０ 

７１ ５１ 

７２ ５２ 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

68 

７３ ５３ 

７４ ５４ 

７５ ５５ 

７６ ５６ 

７７ ５７ 

７８ ５８ 

７９ ５９ 

８０ ６０ 

８１ ６１ 

８２ ６２ 

８３ ６３ 

８４ ６４ 

８５ ６５ 

８６ ６５ 

８７ ６６ 

８８ ６６ 

８９ ６７ 

９０ ６７ 

９１ ６８ 

９２ ６８ 

９３ ６９ 

９４ ７０ 

９５ ７１ 

９６ ７２ 

９７ ７３ 

９８ ７４ 

９９ ７５ 

１００ ７６ 

１０１ ７７ 

１０２ ７７ 

１０３ ７８ 

１０４ ７８ 

１０５ ７９ 

１０６ ７９ 

１０７ ８０ 

１０８ ８０ 

１０９ ８１ 

１１０ ８１ 

１１１ ８１ 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

69 

１１２ ８１ 

１１３ ８１ 

１１４ ８２ 

１１５ ８２ 

１１６ ８２ 

１１７ ８２ 

１１８ ８２ 

１１９ ８３ 

１２０ ８３ 

１２１ ８３ 

１２２ ８３ 

１２３ ８３ 

１２４ ８４ 

１２５ ８４ 

１２６ ８４ 

１２７ ８４ 

１２８ ８４ 

１２９ ８５ 

１３０ ８５ 

１３１ ８５ 

１３２ ８６ 

１３３ ８６ 

１３４ ８６ 

１３５ ８７ 

１３６ ８７ 

１３７ ８７ 

１３８ ８８ 

１３９ ８８ 

１４０ ８８ 

１４１ ８９ 

１４２ ８９ 

１４３ ８９ 

１４４ ８９ 

１４５ ９０ 

１４６ ９０ 

１４７ ９０ 

１４８ ９０ 

１４９ ９１ 

１５０ ９１ 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

70 

１５１ ９１ 

１５２ ９１ 

１５３ ９２ 

１５４ ９２ 

１５５ ９２ 

１５６ ９２ 

１５７ ９３ 

１５８ ９３ 

１５９ ９３ 

１６０ ９４ 

１６１ ９４ 

１６２ ９４ 

１６３ ９５ 

１６４ ９５ 

１６５ ９５ 

」に改める。 

別表第５の２イ 行政職給料表降格時号給対応表の表中 

「 

７ ３７ ２３ ２３ 

８ ３９ ２４ ２４ 

９ ４０ ２５ ２５ 

１０ ４２ ２６ ２６ 

１１ ４３ ２７ ２７ 

１２ ４４ ２８ ２８ 

１３ ４５ ２９ ２９ 

１４ ４６ ３０ ３０ 

１５ ４７ ３１ ３１ 

１６ ４８ ３２ ３２ 

１７ ４９ ３３ ３３ 

１８ ５０ ３４ ３４ 

１９ ５１ ３５ ３５ 

２０ ５２ ３６ ３６ 

２１ ５３ ３７ ３７ 

２２ ５４ ３８ ３８ 

２３ ５５ ３９ ３９ 

２４ ５６ ４０ ４０ 

２５ ５９ ４１ ４１ 

２６ ６２ ４２ ４２ 

２７ ６５ ４３ ４３ 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

71 

２８ ６８ ４４ ４４ 

２９ ７０ ４５ ４５ 

３０ ７２ ４６ ４６ 

３１ ７４ ４７ ４７ 

３２ ７６ ４８ ４８ 

３３ ７８ ４９ ４９ 

３４ ８０ ５０ ５０ 

３５ ８２ ５１ ５１ 

３６ ８４ ５２ ５２ 

３７ ８６ ５３ ５３ 

３８ ８８ ５４ ５４ 

３９ ９０ ５５ ５５ 

４０ ９２ ５６ ５６ 

４１ ９３ ５８ ５７ 

４２ ９３ ６０ ５８ 

４３ ９３ ６２ ５９ 

４４ ９３ ６４ ６０ 

４５ ９３ ６６ ６３ 

４６ ９３ ６８ ６６ 

４７ ９３ ７０ ６９ 

４８ ９３ ７２ ７２ 

４９ ９３ ７６ ７５ 

５０ ９３ ８０ ７８ 

５１ ９３ ８４ ８１ 

５２ ９３ ８８ ８４ 

５３ ９３ ９３ ８８ 

５４ ９３ ９８ ９２ 

５５ ９３ １０３ ９７ 

５６ ９３ １０９ １０２ 

５７ ９３ １１５ １０７ 

５８ ９３ １２１ １１２ 

」を 

「 

７ ３８ ２３ ２３ 

８ ３９ ２４ ２４ 

９ ４１ ２５ ２５ 

１０ ４２ ２６ ２６ 

１１ ４３ ２７ ２７ 

１２ ４４ ２８ ２８ 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

72 

１３ ４５ ２９ ２９ 

１４ ４６ ３０ ３０ 

１５ ４７ ３１ ３１ 

１６ ４８ ３２ ３２ 

１７ ４９ ３３ ３３ 

１８ ５０ ３４ ３４ 

１９ ５１ ３５ ３５ 

２０ ５２ ３６ ３６ 

２１ ５４ ３７ ３７ 

２２ ５６ ３８ ３８ 

２３ ５８ ３９ ３９ 

２４ ６０ ４０ ４０ 

２５ ６２ ４１ ４１ 

２６ ６４ ４２ ４２ 

２７ ６６ ４３ ４３ 

２８ ６８ ４４ ４４ 

２９ ７１ ４５ ４５ 

３０ ７４ ４６ ４６ 

３１ ７７ ４７ ４７ 

３２ ８０ ４８ ４８ 

３３ ８３ ４９ ４９ 

３４ ８６ ５０ ５０ 

３５ ８９ ５１ ５１ 

３６ ９２ ５２ ５２ 

３７ ９３ ５４ ５３ 

３８ ９３ ５６ ５４ 

３９ ９３ ５８ ５５ 

４０ ９３ ６０ ５６ 

４１ ９３ ６１ ５７ 

４２ ９３ ６２ ５８ 

４３ ９３ ６３ ５９ 

４４ ９３ ６４ ６０ 

４５ ９３ ６６ ６３ 

４６ ９３ ６８ ６６ 

４７ ９３ ７０ ６９ 

４８ ９３ ７２ ７２ 

４９ ９３ ７７ ７５ 

５０ ９３ ８２ ７８ 

５１ ９３ ８７ ８１ 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

73 

５２ ９３ ９２ ８４ 

５３ ９３ ９７ ８８ 

５４ ９３ １０２ ９２ 

５５ ９３ １０７ ９９ 

５６ ９３ １１６ １０６ 

５７ ９３ １２５ １１３ 

５８ ９３ １２５ １１３ 

」に、 

「 

６７ 

８０ 

８２ 

８４ 

」を 

「 

７７ 

８４ 

８５ 

８５ 

」に改め、 

同表ロ 教育職給料表（１）降格時号給対応表の表中 

「 

２５ ４５ 

２６ ４６ 

２７ ４７ 

２８ ４８ 

２９ ５０ 

３０ ５２ 

３１ ５４ 

３２ ５６ 

３３ ５９ 

３４ ６２ 

３５ ６５ 

３６ ６８ 

３７ ６９ 

３８ ７０ 

３９ ７１ 

４０ ７２ 

４１ ７４ 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

74 

４２ ７６ 

４３ ７８ 

４４ ８０ 

４５ ８２ 

４６ ８４ 

４７ ８６ 

４８ ８８ 

４９ ９０ 

５０ ９２ 

５１ ９４ 

５２ ９６ 

５３ ９８ 

５４ １００ 

５５ １０２ 

５６ １０４ 

５７ １０７ 

５８ １１０ 

５９ １１３ 

６０ １１６ 

６１ １２１ 

６２ １２６ 

６３ １３１ 

６４ １３６ 

６５ １４１ 

６６ １４６ 

６７ １５１ 

」を 

「 

２５ ４６ 

２６ ４８ 

２７ ５０ 

２８ ５２ 

２９ ５４ 

３０ ５６ 

３１ ５８ 

３２ ６０ 

３３ ６２ 

３４ ６４ 

３５ ６６ 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

75 

３６ ６８ 

３７ ７０ 

３８ ７２ 

３９ ７４ 

４０ ７６ 

４１ ７８ 

４２ ８０ 

４３ ８２ 

４４ ８４ 

４５ ８６ 

４６ ８８ 

４７ ９０ 

４８ ９２ 

４９ ９４ 

５０ ９６ 

５１ ９８ 

５２ １００ 

５３ １０２ 

５４ １０４ 

５５ １０６ 

５６ １０８ 

５７ １１２ 

５８ １１６ 

５９ １２０ 

６０ １２４ 

６１ １３０ 

６２ １３６ 

６３ １４２ 

６４ １４８ 

６５ １５０ 

６６ １５２ 

６７ １５３ 

」に改め、 

同表ハ 教育職給料表（２）降格時号給対応表の表中 

「 

１４ ２１ 

１５ ２３ 

１６ ２４ 

１７ ２５ 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

76 

１８ ２６ 

１９ ２７ 

２０ ２８ 

２１ ２９ 

２２ ３０ 

２３ ３１ 

２４ ３２ 

２５ ３３ 

２６ ３４ 

２７ ３５ 

２８ ３６ 

２９ ３７ 

３０ ３８ 

３１ ３９ 

３２ ４０ 

３３ ４１ 

３４ ４２ 

３５ ４３ 

３６ ４４ 

３７ ４５ 

３８ ４６ 

３９ ４７ 

４０ ４８ 

４１ ５１ 

４２ ５４ 

４３ ５７ 

４４ ６０ 

４５ ６２ 

４６ ６４ 

４７ ６６ 

４８ ６８ 

４９ ７０ 

５０ ７２ 

５１ ７４ 

５２ ７６ 

５３ ７８ 

５４ ８０ 

５５ ８２ 

５６ ８４ 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

77 

５７ ８５ 

５８ ８６ 

５９ ８７ 

６０ ８８ 

６１ ９１ 

６２ ９４ 

６３ ９７ 

６４ １００ 

６５ １０７ 

６６ １１４ 

６７ １２１ 

」を 

「 

１４ ２２ 

１５ ２３ 

１６ ２４ 

１７ ２５ 

１８ ２６ 

１９ ２７ 

２０ ２８ 

２１ ２９ 

２２ ３０ 

２３ ３１ 

２４ ３２ 

２５ ３３ 

２６ ３４ 

２７ ３５ 

２８ ３６ 

２９ ３７ 

３０ ３８ 

３１ ３９ 

３２ ４０ 

３３ ４１ 

３４ ４２ 

３５ ４３ 

３６ ４４ 

３７ ４６ 

３８ ４８ 

３９ ５０ 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

78 

４０ ５２ 

４１ ５４ 

４２ ５６ 

４３ ５８ 

４４ ６０ 

４５ ６２ 

４６ ６４ 

４７ ６６ 

４８ ６８ 

４９ ７０ 

５０ ７２ 

５１ ７４ 

５２ ７６ 

５３ ７９ 

５４ ８２ 

５５ ８５ 

５６ ８８ 

５７ ９０ 

５８ ９２ 

５９ ９４ 

６０ ９６ 

６１ １００ 

６２ １０４ 

６３ １０８ 

６４ １１２ 

６５ １１６ 

６６ １２０ 

６７ １２４ 

」に改め、 

同表ニ 医療職給料表（１）降格時号給対応表の表中 

「 

２５ ４６ 

２６ ４８ 

２７ ５２ 

２８ ５６ 

２９ ５９ 

３０ ６２ 

」を 

「 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

79 

２５ ４７ 

２６ ５１ 

２７ ５５ 

２８ ５９ 

２９ ６２ 

３０ ６４ 

」に改め、 

同表ホ 医療職給料表（２）降格時号給対応表の表中 

「 

２５ ４５ ４１ 

２６ ４６ ４２ 

２７ ４７ ４３ 

２８ ４８ ４４ 

２９ ５０ ４５ 

３０ ５２ ４６ 

３１ ５４ ４７ 

３２ ５６ ４８ 

３３ ５８ ４９ 

３４ ６０ ５０ 

３５ ６２ ５１ 

３６ ６４ ５２ 

３７ ６６ ５３ 

３８ ６８ ５４ 

３９ ７０ ５５ 

４０ ７２ ５６ 

４１ ７４ ５７ 

４２ ７６ ５８ 

４３ ７８ ５９ 

４４ ８０ ６０ 

４５ ８２ ６１ 

４６ ８４ ６２ 

４７ ８５ ６３ 

４８ ８５ ６４ 

４９ ８５ ６５ 

５０ ８５ ６６ 

５１ ８５ ６７ 

５２ ８５ ６８ 

５３ ８５ ７０ 

５４ ８５ ７２ 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

80 

５５ ８５ ７４ 

５６ ８５ ７６ 

５７ ８５ ７８ 

５８ ８５ ８０ 

５９ ８５ ８２ 

６０ ８５ ８４ 

６１ ８５ ９１ 

６２ ８５ ９８ 

」を 

「 

２５ ４６ ４１ 

２６ ４８ ４２ 

２７ ５０ ４３ 

２８ ５２ ４４ 

２９ ５４ ４５ 

３０ ５６ ４６ 

３１ ５８ ４７ 

３２ ６０ ４８ 

３３ ６２ ４９ 

３４ ６４ ５０ 

３５ ６６ ５１ 

３６ ６８ ５２ 

３７ ７０ ５３ 

３８ ７２ ５４ 

３９ ７４ ５５ 

４０ ７６ ５６ 

４１ ７９ ５７ 

４２ ８２ ５８ 

４３ ８５ ５９ 

４４ ８５ ６０ 

４５ ８５ ６１ 

４６ ８５ ６２ 

４７ ８５ ６３ 

４８ ８５ ６４ 

４９ ８５ ６５ 

５０ ８５ ６６ 

５１ ８５ ６７ 

５２ ８５ ６８ 

５３ ８５ ７０ 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

81 

５４ ８５ ７２ 

５５ ８５ ７４ 

５６ ８５ ７６ 

５７ ８５ ７９ 

５８ ８５ ８２ 

５９ ８５ ８５ 

６０ ８５ ９０ 

６１ ８５ ９５ 

６２ ８５ １００ 

」に、 

「 

５０ ５０ 

５２ ５２ 

５４ ５４ 

５６ ５６ 

５７ ５９ 

５８ ６２ 

５９ ６５ 

６０ ６９ 

６３ ７３ 

６６ ７７ 

６９ ８１ 

７２ ８５ 

７６ ８５ 

８０ ８５ 

８４ ８５ 

９０ ８５ 

９６ ８５ 

１０２ ８５ 

」を 

「 

５０ ５１ 

５２ ５４ 

５４ ５７ 

５６ ６０ 

５８ ６２ 

６０ ６４ 

６２ ６６ 

６４ ７１ 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

82 

６７ ７６ 

７０ ８１ 

７３ ８５ 

７６ ８５ 

８０ ８５ 

８４ ８５ 

８９ ８５ 

９４ ８５ 

９９ ８５ 

１０４ ８５ 

」に改め、 

同表ヘ 医療職給料表（３）降格時号給対応表の表中 

「 

９ ２３ 

１０ ２５ 

１１ ２６ 

１２ ２７ 

１３ ２８ 

１４ ２９ 

１５ ３１ 

１６ ３２ 

１７ ３３ 

１８ ３４ 

１９ ３５ 

２０ ３６ 

２１ ３７ 

２２ ３８ 

２３ ３９ 

２４ ４０ 

２５ ４１ 

２６ ４２ 

２７ ４３ 

２８ ４４ 

２９ ４５ 

３０ ４６ 

３１ ４７ 

３２ ４８ 

３３ ４９ 

３４ ５０ 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

83 

３５ ５１ 

３６ ５２ 

３７ ５３ 

３８ ５４ 

３９ ５５ 

４０ ５６ 

４１ ５７ 

４２ ５８ 

４３ ５９ 

４４ ６０ 

４５ ６１ 

４６ ６２ 

４７ ６３ 

４８ ６４ 

４９ ６５ 

５０ ６６ 

５１ ６７ 

５２ ６８ 

５３ ６９ 

５４ ７０ 

５５ ７１ 

５６ ７２ 

５７ ７３ 

５８ ７４ 

５９ ７５ 

６０ ７６ 

６１ ７７ 

６２ ７８ 

６３ ７９ 

６４ ８０ 

６５ ８２ 

６６ ８４ 

６７ ８６ 

６８ ８８ 

６９ ８９ 

７０ ９０ 

７１ ９１ 

７２ ９２ 

７３ ９４ 
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７４ ９６ 

７５ ９８ 

７６ １００ 

７７ １０２ 

７８ １０４ 

７９ １０６ 

８０ １０８ 

８１ １１２ 

８２ １１６ 

８３ １２０ 

８４ １２４ 

８５ １２７ 

８６ １３０ 

８７ １３３ 

８８ １３６ 

８９ １４０ 

９０ １４４ 

９１ １４８ 

９２ １５２ 

９３ １５６ 

９４ １６０ 

９５ １６４ 

」を 

「 

９ ２４ 

１０ ２５ 

１１ ２６ 

１２ ２８ 

１３ ２９ 

１４ ３０ 

１５ ３１ 

１６ ３２ 

１７ ３３ 

１８ ３４ 

１９ ３５ 

２０ ３６ 

２１ ３７ 

２２ ３８ 

２３ ３９ 
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２４ ４０ 

２５ ４１ 

２６ ４２ 

２７ ４３ 

２８ ４４ 

２９ ４５ 

３０ ４６ 

３１ ４７ 

３２ ４８ 

３３ ４９ 

３４ ５０ 

３５ ５１ 

３６ ５２ 

３７ ５３ 

３８ ５４ 

３９ ５５ 

４０ ５６ 

４１ ５８ 

４２ ６０ 

４３ ６２ 

４４ ６４ 

４５ ６５ 

４６ ６６ 

４７ ６７ 

４８ ６８ 

４９ ６９ 

５０ ７０ 

５１ ７１ 

５２ ７２ 

５３ ７３ 

５４ ７４ 

５５ ７５ 

５６ ７６ 

５７ ７７ 

５８ ７８ 

５９ ７９ 

６０ ８０ 

６１ ８１ 

６２ ８２ 
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６３ ８３ 

６４ ８４ 

６５ ８６ 

６６ ８８ 

６７ ９０ 

６８ ９２ 

６９ ９３ 

７０ ９４ 

７１ ９５ 

７２ ９６ 

７３ ９７ 

７４ ９８ 

７５ ９９ 

７６ １００ 

７７ １０２ 

７８ １０４ 

７９ １０６ 

８０ １０８ 

８１ １１３ 

８２ １１８ 

８３ １２３ 

８４ １２８ 

８５ １３１ 

８６ １３４ 

８７ １３７ 

８８ １４０ 

８９ １４４ 

９０ １４８ 

９１ １５２ 

９２ １５６ 

９３ １５９ 

９４ １６２ 

９５ １６５ 

」に改める。 

 （会計年度任用職員の給料及び基本報酬の額の決定に関する規則の一部改正） 

第４条 会計年度任用職員の給料及び基本報酬の額の決定に関する規則（令和２年規則第９号）の一

部を次のように改正する。 

第１条中「第４条の３」を「第４条の２」に改める。 

第５条中「第４条の３第２項」を「第４条の２第２項」に改める。 
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第６条中「第４条の３第３項」を「第４条の２第３項」に改める。 

第７条中「第４条の３第４項」を「第４条の２第４項」に改める。 

附則第２項中「第４条の３第２項」を「第４条の２第２項」に改める。 

附則第４項中「令和５年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に、「一般職の職員の給与等に

関する条例及び大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正

する条例（令和４年条例第２８号）」を「一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する

条例（令和５年条例第２２号）」に、「一般職の職員の給与等に関する条例及び大和高田市一般職の

任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例」を「一般職の職員の給与等

に関する条例等の一部を改正する条例」に改める。 

附則第５項の前の見出し並びに同項及び附則第６項を削る。 

附 則 

 （施行期日等）  

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定及び第４条中会計年度任用職員の給

料及び基本報酬の額の決定に関する規則附則第６項を削る改正規定は、令和６年４月１日から施行

する。 

２ 第１条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例施行規則の規定は令和５年１２

月１日から適用し、第３条の規定による改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する

規則（以下「新初任給等規則」という。）の規定及び第４条の規定（附則第５項の前の見出し並び

に同項及び附則第６項を削る改正規定を除く。）による改正後の会計年度任用職員の給料及び基本

報酬の額の決定に関する規則（以下「新会計年度任用職員給与等規則」という。）の規定は令和５

年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

３ 令和５年４月１日から新初任給等規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用

を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその

受ける号給に異動のあった職員のうち、新初任給等規則の規定による号給が第３条の規定による改

正前の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定による号給に達しない職員の、

当該適用又は当該異動の日における号給については、新初任給等規則の規定にかかわらず、第３条

の規定による改正前の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定による号給とす

るものとする。 

４ この規則の施行の日から令和６年３月３１日までの間において、新たに給料表の適用を受けるこ

ととなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受け

る号給に異動のあった職員（個別に任命権者の承認を得て号給を決定することとされている職員を

除く。）のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該

適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。 

 （給与等の内払） 

５ 新会計年度任用職員給与等規則の規定を適用する場合には、第４条の規定による改正前の会計年

度任用職員の給料及び基本報酬の額の決定に関する規則の規定に基づいて支給された給与等は、新

会計年度任用職員給与等規則の規定による給与等の内払とみなす。 

 

大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則（保険医療課） 

規則第３９号 

大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 
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令和５年１２月２７日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則 

大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則（平成８年規則第５０号）の一部を次のように

改正する。 

第３条第２項を次のように改める。 

２ 市長は、前項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができると

きは、当該書類を省略させることができる。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

告示 

放置自転車の移動、保管（生活安全課） 

告示第１１９号 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条及び第９条の２第２

項の規定により放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第１項

の規定により告示します。 

令和５年１２月１日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 移動理由 

自転車等放置禁止区域内及び放置禁止区域外の公共の場所に放置されていたため 

２ 移動年月日、移動対象区域、移動自転車等の数量 

（１） 放置禁止区域 

移動年月日 

近鉄大和高田
駅･ＪＲ高田駅
周辺 

近鉄高田市

駅周辺 

近鉄松塚駅

周辺 

近鉄浮孔駅

周辺 

近鉄築山駅

周辺 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

令和５年１１月２８日   １        

（２） 放置禁止区域外の公共の場所 

移動年月日 地   区 自転車 原動機付自転車 

な し    

３ 保管場所 

大和高田市曽大根１丁目高田バイパス高架下 

大和高田市高架下自転車保管所 

４ 引取期間 

告示日から６０日間。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

５ 引取時間 

午前９時から正午までと午後１時から午後４時まで 

６ 引取りのための必要事項 

告 示 
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（１） 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証、運転免許証、保険証

等）をお持ちください。 

（２） 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。 

ア 移動費 ２，０００円 

イ 保管費 移動日から１４日以内は無料。ただし、無料期間を経過した日以降は、大和高田市

の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる市の休日を除き、１日当たり５０円を

徴収する。総額は、１，０００円を限度とする。 

７ 連絡先 

大和高田市役所 生活安全課 電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

令和５年度大和高田市一般会計補正予算（第５号）等の要領の公表（財政課) 

告示第１２０号 

 令和５年１２月議会において成立した次の予算の要領を地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２

１９条第２項の規定により公表します。 

  令和５年１２月１４日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 令和５年度大和高田市一般会計補正予算（第５号） 

２ 令和５年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

３ 令和５年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第２号） 

４ 令和５年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

５ 令和５年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号） 

６ 令和５年度大和高田市休日診療所特別会計補正予算（第２号） 

７ 令和５年度大和高田市水道事業会計補正予算（第２号） 

８ 令和５年度大和高田市下水道事業会計補正予算（第１号） 

９ 令和５年度大和高田市病院事業会計補正予算（第２号） 

 

令和５年度大和高田市一般会計補正予算（第５号） 

 

令和５年度大和高田市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４６７，５００千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ３１，３０２，３００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （継続費の補正） 

第２条 継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 
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（歳入）                                 （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

13.分担金及び負担

金 
 166,165 100 166,265 

2.負担金 161,085 100 161,185 

15.国庫支出金  7,146,145 139,619 7,285,764 

1.国庫負担金 4,472,993 67,950 4,540,943 

2.国庫補助金 2,652,201 65,025 2,717,226 

3.国庫委託金 20,951 6,644 27,595 

16.県支出金  1,903,721 56,975 1,960,696 

1.県負担金 1,452,506 33,975 1,486,481 

2.県補助金 337,374 23,000 360,374 

19.繰入金  1,044,208 194,767 1,238,975 

1.基金繰入金 1,035,786 194,767 1,230,553 

21.諸収入  248,889 16,739 265,628 

4.雑入 234,299 16,739 251,038 

22.市債  2,517,100 59,300 2,576,400 

1.市債 2,517,100 59,300 2,576,400 

補正されなかった科目に係る額 17,808,572 0 17,808,572 

歳  入  合  計 30,834,800 467,500 31,302,300 

 

（歳出）                                 （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.議会費  229,004 △889 228,115 

1.議会費 229,004 △889 228,115 

2.総務費  2,891,611 △1,778 2,889,833 

1.総務管理費 2,332,528 △4,715 2,327,813 

2.徴税費 304,645 △5,899 298,746 

3.戸籍住民基本台帳費 116,414 9,087 125,501 

4.選挙費 98,516 304 98,820 

5.統計調査費 14,313 7 14,320 

6.監査委員費 25,195 △562 24,633 

3.民生費  13,499,528 268,178 13,767,706 

1.社会福祉費 6,670,374 195,638 6,866,012 

2.児童福祉費 4,125,396 64,757 4,190,153 

3.生活保護費 2,703,454 7,783 2,711,237 

4.衛生費  6,497,643 197,031 6,694,674 

1.保健衛生費 2,551,609 102,711 2,654,320 

2.清掃費 3,946,034 94,320 4,040,354 
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6.農林水産業費  139,058 △898 138,160 

1.農業費 139,058 △898 138,160 

7.商工費  86,035 1,565 87,600 

1.商工費 86,035 1,565 87,600 

8.土木費  1,909,502 10,521 1,920,023 

1.土木管理費 146,835 1,112 147,947 

2.道路橋りょう費 210,177 △196 209,981 

4.都市計画費 1,107,168 3,918 1,111,086 

5.住宅費 171,592 5,687 177,279 

10.教育費  2,456,578 △6,230 2,450,348 

1.教育総務費 476,972 △3,041 473,931 

3.中学校費 185,555 △740 184,815 

4.高等学校費 412,436 △4,646 407,790 

5.幼稚園費 314,741 6,137 320,878 

6.社会教育費 258,512 △4,840 253,672 

7.保健体育費 524,530 900 525,430 

補正されなかった科目に係る額 3,125,841 0 3,125,841 

歳  出  合  計 30,834,800 467,500 31,302,300 

 

（単位：千円）

総   額 年   度 年  割  額 総   額 年   度 年  割  額

令和2年度 0 令和2年度 0

令和3年度 233,894 令和3年度 233,894

令和4年度 167,760 令和4年度 167,760

令和5年度 1,242,816 令和5年度 1,330,489

令和6年度 1,172,476 令和6年度 1,298,654

4 衛生費 2 清掃費
ごみ中継
施設建設
事業

2,816,946 3,030,797

第２表　継続費補正

款 項 事 業 名

補 正 前 補 正 後
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第３表　債務負担行為補正

事 項 期 間 限 度 額

議会中継映像配信業務 令和9年3月まで 8,831千円

広報誌発行業務 令和7年3月まで 19,924千円

広報誌等発送業務 令和7年3月まで 2,376千円

姉妹都市交流60周年記念事業 令和6年4月まで 6,550千円

文化会館の自主事業に係る経費 令和6年6月まで 4,220千円

第３期大和高田市子ども・子育て
支援事業計画策定業務

令和7年3月まで 2,970千円

市営斎場1系誘引排風機修繕 令和7年3月まで 6,600千円

市営斎場火葬業務等 令和7年3月まで 11,905千円

市営斎場受付業務 令和7年3月まで
１日当たり13,200円に業務
に要した日数を乗じて得た
額

 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

93 

 

事 項 期 間 限 度 額

粗大ごみ処理施設排出コンベヤ修
理業務

令和7年3月まで 17,252千円

総合公園指定管理料 令和9年3月まで 87,780千円

公用車借上料（教育委員会） 令和11年6月まで 55,316千円

令和7年3月まで
7,553千円

と消費税等に
相当する額

令和6年7月まで
20,690千円

と消費税等に
相当する額

令和6年4月まで
8,446千円

と消費税等に
相当する額

給食配送業務 令和7年3月まで
１日当たり13,200円に業務
に要した日数を乗じて得た
額

給食廃棄物処理業務 令和7年3月まで 5,058千円

学校給食材料購入に係る経費
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第４表　地方債補正 

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の 方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の 方法

千円 （借入方法）      % 政府資金に 千円 （借入方法）      % 政府資金に

3.0 ついては、そ 3.0 ついては、そ

普通貸借又は 以内 の融資条件に 普通貸借又は 以内 の融資条件に

証券発行の方 (ただし、 より、銀行そ 証券発行の方 (ただし、 より、銀行そ

法による。 利率見直 の他の場合に 法による。 利率見直 の他の場合に

1,659,800 し方式で はその債権者 1,719,100 し方式で はその債権者

借入れる と協定するも 借入れる と協定するも

場合につ の に よ る 。 場合につ の に よ る 。

いて、利 ただし、市 いて、利 ただし、市

率の見直 財政の都合に 率の見直 財政の都合に

しを行っ より据置期間 しを行っ より据置期間

た後にお 及び償還期間 た後にお 及び償還期間

いては、 を短縮し、又 いては、 を短縮し、又

当該見直 は繰上償還も 当該見直 は繰上償還も

し後の利 しくは低利に し後の利 しくは低利に

率） 借換えするこ 率） 借換えするこ

とができる。 とができる。

起 債 の 目的
補 正 前 補 正 後

一般廃棄物処
理事業
（ごみ処理施
設）

 

 

令和５年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

令和５年度大和高田市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６，３４９千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ７，７３０，５５１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                 （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

9.繰入金  782,228 △6,349 775,879 

2.基金繰入金 159,528 △6,349 153,179 

補正されなかった科目に係る額 6,954,672 0 6,954,672 

歳  入  合  計 7,736,900 △6,349 7,730,551 

 

（歳出）                                 （単位：千円） 
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款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.総務費  133,584 △6,349 127,235 

1.総務管理費 109,220 △6,349 102,871 

補正されなかった科目に係る額 7,603,316 0 7,603,316 

歳  出  合  計 7,736,900 △6,349 7,730,551 

 

令和５年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第２号） 

 

令和５年度大和高田市の国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第２号）、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，６９１千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ１１９，８１６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                 （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

4.繰入金  10,271 △2,691 7,580 

1.基金繰入金 5,278 1,825 7,103 

3.一般会計繰入金 4,743 △4,516 227 

補正されなかった科目に係る額 112,236 0 112,236 

歳  入  合  計 122,507 △2,691 119,816 

 

（歳出）                                 （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.総務費  59,541 △2,691 56,850 

1.施設管理費 59,302 △2,691 56,611 

補正されなかった科目に係る額 62,966 0 62,966 

歳  出  合  計 122,507 △2,691 119,816 

 

令和５年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

令和５年度大和高田市の介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，２８５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ７，５０６，８２６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                 （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

7.繰入金  1,351,152 1,285 1,352,437 

1.一般会計繰入金 1,175,442 1,285 1,176,727 

補正されなかった科目に係る額 6,154,389 0 6,154,389 

歳  入  合  計 7,505,541 1,285 7,506,826 

 

(歳出）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.総務費  144,365 5,409 149,774 

1.総務管理費 103,460 5,409 108,869 

3.地域支援事業費  391,310 △4,124 387,186 

2.包括的支援事業・任意

事業費 150,335 △4,124 146,211 

補正されなかった科目に係る額 6,969,866 0 6,969,866 

歳  出  合  計 7,505,541 1,285 7,506,826 

 

令和５年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

令和５年度大和高田市の後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，０２７千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ１，１９９，４６８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                 （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

3.繰入金  337,029 △2,027 335,002 

1.一般会計繰入金 337,029 △2,027 335,002 

補正されなかった科目に係る額 864,466 0 864,466 

歳  入  合  計 1,201,495 △2,027 1,199,468 

 

(歳出）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.総務費  40,572 △2,027 38,545 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

97 

1.総務管理費 37,012 △2,027 34,985 

補正されなかった科目に係る額 1,160,923 0 1,160,923 

歳  出  合  計 1,201,495 △2,027 1,199,468 

 

令和５年度大和高田市休日診療所特別会計補正予算（第２号） 

 

令和５年度大和高田市の休日診療所特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７，９４３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ１１６，４０６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                 （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.診療収入  31,502 3,440 34,942 

1.外来収入 31,502 3,440 34,942 

5.繰入金  26,994 4,503 31,497 

1.一般会計繰入金 26,868 225 27,093 

2.基金繰入金 126 4,278 4,404 

補正されなかった科目に係る額 49,967 0 49,967 

歳  入  合  計 108,463 7,943 116,406 

 

(歳出）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.総務費  76,170 605 76,775 

1.施設管理費 76,170 605 76,775 

2.医業費  6,068 7,338 13,406 

1.医業費 6,068 7,338 13,406 

補正されなかった科目に係る額 26,225 0 26,225 

歳  出  合  計 108,463 7,943 116,406 
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議第５８号 

   

令和５年度大和高田市水道事業会計補正予算（第２号） 

     

 

第１条  令和５年度大和高田市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

第２条  令和５年度大和高田市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出の

予定額を、次のとおり補正する。 

 

支       出 

 

   （科   目）       （既決予定額）     （補正予定額）   （ 計 ） 

   

  第１款 水道事業費用    1,737,360千円    △11,536千円    1,725,824千円 

 

  第１項  営 業 費 用     1,678,460千円     △11,536千円    1,666,924千円 

   

第３条  予算第４条本文括弧中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「310,548千円」

を「305,203千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 197,558千円」を「当年度分損益勘定

留保資金 192,213千円」に改め、資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。 

 

 

支       出 

 

   （科   目）       （既決予定額）     （補正予定額）   （ 計 ） 

   

  第１款 資本的支出      503,922千円     △5,345千円     498,577千円 

 

  第１項  建設改良費       388,191千円     △5,345千円     382,846千円 

 

第４条  予算第８条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。 

 

（科   目）       （既決予定額）     （補正予定額）   （ 計 ） 

 

  （１） 職員給与費        143,309千円      △16,881千円    126,428千円  
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議第５９号 

令和５年度大和高田市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

（総則） 

第１条 令和５年度大和高田市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

（収益的収入及び支出の補正） 

第２条 令和５年度大和高田市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定め

た収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

（科 目）         （既決予定額）  （補正予定額）  （ 計 ） 

第１款 下水道事業費用   1,363,693千円   △4,175千円    1,359,518千円 

第１項 営業費用     1,202,124千円   △4,175千円    1,197,949千円 

（資本的収入及び支出の補正） 

第３条 予算第４条本文括弧中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「441,292

千円」を「446,957千円」に、消費税及び地方消費税資本的収支調整額「47,872千円」を

「47,877千円」に、当年度利益剰余金処分額「44,824千円」を「50,484千円」に改め、予

算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

（科 目）         （既決予定額）  （補正予定額）  （ 計 ） 

第１款 資本的支出     1,987,345千円   5,665千円     1,993,010千円 

第１項 建設改良費    1,014,474千円   5,665千円     1,020,139千円 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正） 

第４条 予算第９条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。 

（科 目）         （既決予定額）  （補正予定額）  （ 計 ） 

（１）職員給与費      64,141千円    1,490千円     65,631千円 

 （利益剰余金の予定処分の補正） 

第５条 予算第１１条中、「44,824千円」を「50,484千円」に改める。 
 

 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

100 

議第６０号

　令和５年度大和高田市病院事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

　令和５年度大和高田市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量

の一部を次のとおり補正する。

（既決予定量） （補正予定量） （計）

（２） 年間入院患者数及び外来患者数

192,942人 7,533人 200,475人

（３） １日平均入院患者数及び外来患者数

794人 31人 825人

　予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科　　目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収　　　入

第１款 　病　院　事　業　収　益 8,969,940千円 125,725千円 9,095,665千円

第１項 医　業　収　益 8,464,521千円 125,725千円 8,590,246千円

支　　　出

　病　院　事　業　費　用 8,849,236千円 246,038千円 9,095,274千円

第１項 医　業　費　用 8,595,095千円 242,029千円 8,837,124千円

第２項 医　業　外　費　用 215,015千円 4,009千円 219,024千円

　予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり追加する。

(追加)

　　令和５年度大和高田市病院事業会計補正予算（第２号）

第１款

第１条

第３条

第２条

外来患者数

令和５年度から
令和６年度まで

期　　　　　　　間

第４条

  手術用リネン借上料
令和５年度から
令和６年度まで

6,015千円

に消費税及び地方消費税を加算
した額の範囲内

外来患者数

事　　　　　　項 限  度  額

　薬品購入に係る経費(単価)

1,055,120千円

に消費税及び地方消費税を加算
した額の範囲内

  給食材料購入に係る経費(単価)
令和５年度から
令和６年度まで

28,118千円

に消費税及び地方消費税を加算
した額の範囲内

  循環器内科用装置借上料
令和５年度から
令和８年度まで

2,160千円

に消費税及び地方消費税を加算
した額の範囲内
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　予算第９条に定めた経費の金額を、次のように改める。

（科　　目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

１． 職　員　給　与　費 5,084,277千円 △99,714千円 4,984,563千円

　予算第１１条に定めたたな卸資産の購入限度額「990,517千円」を「1,212,277千円」に改める。

　器具備品購入費
令和５年度から
令和６年度まで

1,076千円

に消費税及び地方消費税を加算
した額の範囲内

第５条

第６条

  洗濯業務委託
令和５年度から
令和６年度まで

8,700千円

に消費税及び地方消費税を加算
した額の範囲内

  医療機器購入費
令和５年度から
令和６年度まで

270,000千円

に消費税及び地方消費税を加算
した額の範囲内

  放射線ｼｽﾃﾑﾊｰﾄﾞｳｪｱ保守業務委託
令和５年度から
令和６年度まで

2,014千円

に消費税及び地方消費税を加算
した額の範囲内

 

 

公示送達（介護保険課） 

告示第１２１号 

令和５年度介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書を郵便により送達しましたが、その送達を

受けるべき者の住所等が不明であるため、送達できないので、介護保険法（平成９年法律第１２３号）

第１４３条（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定を準用）の規定により、次

のとおり公示送達します。 

なお、公示送達に係る書類は介護保険課介護保険給付係で保管し、送達を受けるべき者から交付の

申出があれば交付します。 

  令和５年１２月１５日 

大和高田市長 堀内 大造   

１．この通知書の発送年月日 

令和５年７月６日（番号１～３） 

２．送達を受けるべき者 

省略（市役所前掲示場掲示済） 

注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したとき

に、書類の送達があったものとみなされます。 
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公示送達（介護保険課） 

告示第１２２号 

令和５年度介護保険料納入通知書を郵便により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等

が不明であるため、送達できないので、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条（地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定を準用）の規定により、次のとおり公示送達し

ます。 

なお、公示送達に係る書類は介護保険課介護保険給付係で保管し、送達を受けるべき者から交付の

申出があれば交付します。 

  令和５年１２月１５日 

大和高田市長 堀内 大造   

１．この納入通知書の発送年月日 

令和５年７月６日（番号１～１８） 

２．この公示送達により変更する納期限 

  変更前 令和５年７月３１日  令和５年８月３１日   令和５年１０月２日 

  変更後 令和６年１月３１日  令和６年１月３１日   令和６年１月３１日 

 変更前 令和５年１０月３１日  令和５年１１月３０日  

 変更後 令和６年 １月３１日  令和６年 １月３１日   

３．送達を受けるべき者 

省略（市役所前掲示場掲示済） 

注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したとき

に、書類の送達があったものとみなされます。 

 

公示送達（介護保険課) 

告示第１２３号 

令和５年度介護保険料第１期～第４期督促状を郵便により送達しましたが、その送達を受けるべき

者の住所等が不明であるため、送達できないので、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３

条（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定を準用）の規定により、次のとおり

公示送達します。 

なお、公示送達に係る書類は介護保険課介護保険給付担当で保管し、送達を受けるべき者から交付

の申出があれば交付します。 

  令和５年１２月１５日 

大和高田市長 堀内 大造   

１．この通知の発送年月日 

  令和５年度 介護保険料第１期   令和５年 ８月１８日 

 令和５年度 介護保険料第２期   令和５年 ９月１５日 

 令和５年度 介護保険料第３期   令和５年１０月１８日 

 令和５年度 介護保険料第４期   令和５年１１月１６日 

２．送達を受けるべき者 

省略（市役所前掲示場掲示済） 

注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したとき

に、書類の送達があったものとみなされます。 
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引取りのない自転車等の処分（生活安全課） 

告示第１２４号 

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第６条の規定により告示します。 

  令和５年１２月１５日 

大和高田市長 堀内 大造   

１．処分の根拠 

  移動日から６０日経過したにもかかわらず、引取りがないため 

２．処分対象自転車等の保管場所 

  大和高田市曽大根１丁目高田バイパス高架下 

  大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

  令和６年３月１日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  令和５年９月１日から令和５年９月３０日までの間 

 

大和高田市公の施設に係る指定管理者の指定（スポーツ振興課） 

告示第１２５号 

大和高田市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例（平成１７年条例第１号）第６

条第２項の規定により、指定管理者の指定について告示します。 

令和５年１２月１８日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設 

（１）施設の名称 

大和高田市総合公園施設 

（２）施設の所在地 

大和高田市大字出３２５番地 

大和高田市大字西坊城４１４番地 

２ 指定管理者となる団体の所在地及び名称 

（１）団体の名称 

株式会社ＲｅａｌＳｔｙｌｅ 

代表取締役 鍵谷 健 

（２）団体の所在地 

奈良県大和高田市礒野東町１番１０号 

３ 指定管理者が行う業務の範囲 

  大和高田市総合公園施設条例（平成１７年条例第２７号）第１４条に規定する業務 

４ 指定管理者の指定の期間 

令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

都市計画図書の縦覧（都市計画課） 

告示第１２６号 
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都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第

１項の規定により大和都市計画生産緑地地区を変更したので、同法第２１条第２項の規定において準

用する同法第２０条第１項の規定により次のとおり告示し、同条第２項の規定により当該都市計画の

図書を公衆の縦覧に供します。 

  令和５年１２月２５日 

大和高田市長 堀内 大造   

１．都市計画の種類 

   大和都市計画生産緑地地区 

２．都市計画を定める土地の区域 

   大和都市計画（大和高田市）市街化区域内 

３．縦覧場所 

   大和高田市環境建設部都市計画課 

 

１月臨時議会の招集（財政課） 

告示第１２７号 

令和６年１月９日、次の事件を付議するため、大和高田市議会臨時会を本市議事堂に招集する。 

令和５年１２月２７日 

大和高田市長 堀内 大造   

記 

議第 １号  契約の変更について  

 

大和高田市障害者（児）相談支援事業実施要綱の一部を改正する告示（社会福祉課） 

告示第１２８号 

大和高田市障害者（児）相談支援事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和５年１２月２７日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市障害者（児）相談支援事業実施要綱の一部を改正する告示 

大和高田市障害者（児）相談支援事業実施要綱（平成１８年告示第１２２号）の一部を次のように

改正する。 

第１条中「以下「障害者等」という」を「それぞれこれらの者に該当するおそれがある者を含む。

以下「障害者等」と総称する」に改める。 

第２条中「障害者等」の次に「、障害児の保護者及びこれらの者の支援者」を加える。 

第３条第１号中「助言及び」を「助言等障害福祉サービスの」に改め、同条に次の２号を加える。 

（６） 地域の相談支援事業者の人材育成の支援 

（７） 地域の障害者相談支援体制の強化 

第４条中「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２

３号）第３２条第１項の奈良県知事が指定する相談支援事業を行う」を「本市に所在する事業所につ

いて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第

５１条の１４第１項の指定一般相談支援事業者の指定又は同法第５１条の１７第１項第１号の指定を

受けた」に改める。 

第５条を削り、第６条を第５条とし、第７条を第６条とする。 

第８条中「について」の次に「報告を求め、又は」を加え、同条を第７条とし、第９条を第８条と
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する。 

別記様式を削る。 

附 則 

この告示は、令和６年１月１日から施行する。 

 

 

 

 

公告 

市営住宅の入居者の公募（住宅課） 

公告第１２６号 

市営住宅の入居者を公募するので、大和高田市営住宅条例（平成９年条例第３４号）第４条の規定

により、次のとおり公告する。 

令和５年１２月１日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 市営住宅の名称等 

名称(団地名) 所在地 規格 戸数 家賃    （円） 

礒 野 
礒野北町１４番１－ 

１０６号 
３Ｋ １ 

①  9,700  ② 11,200  ③ 12,900 

④ 14,500  ⑤ 16,600  ⑥ 19,100 

礒 野 
礒野北町１４番３－ 

４０１号 
３ＤＫ １ 

① 11,000  ② 12,700  ③ 14,600 

④ 16,500  ⑤ 18,800  ⑥ 21,700 

礒 野 
礒野北町１４番４－ 

３０４号 
３ＤＫ １ 

① 12,300  ② 14,300  ③ 16,300 

④ 18,400  ⑤ 21,000  ⑥ 24,300 

西坊城 
大字西坊城３２２番

地２（４０５号室） 
３ＤＫ １ 

① 21,700  ② 25,000  ③ 28,600 

④ 32,200  ⑤ 36,900  ⑥ 42,500 

西坊城 
大字西坊城３２２番

地２（４０９号室） 
３ＤＫ １ 

① 21,700  ② 25,000  ③ 28,600 

④ 32,200  ⑤ 36,900  ⑥ 42,500 

サンライズ 
材木町６番２７－ 

２１０号 

３ＬＤ

Ｋ 
１ 

① 25,600  ② 29,500  ③ 33,800 

④ 38,100  ⑤ 43,600  ⑥ 50,300 

サンライズ 
材木町６番２７－ 

２１２号 

３ＬＤ

Ｋ 
１ 

① 25,600  ② 29,500  ③ 33,800 

④ 38,100  ⑤ 43,600  ⑥ 50,300 

備考 

  １ 礒野団地及び西坊城団地の全ておいて、単身者（資格２（２）のア～コのいずれかに該当す

る者）での入居が可能です。 

  ２ 西坊城団地、サンライズ団地においては、上記の表に掲げる家賃とは別に、駐車場使用料（

月額２,０００円）が必要です。 

  ３ 家賃は、次のとおりとします。 

    ア 一般世帯の場合は、所得に応じ、上記の表の①～④の４段階のうちのいずれか 

    イ 高齢者世帯又は障害者世帯（裁量世帯）の場合は、所得に応じ、上記の表の①～⑥の６

段階のうちのいずれか 

 

２ 入居者資格 

市営住宅の入居を申し込むには、申込時に次の（１）から（６）までの条件を具備していること。 

 （１） 公募の日（令和６年１月２６日）において、３か月以上大和高田市内に居住し、又は勤務

公 告 
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している者であること。 

 （２） 現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者又は指定入居日から３か月以内に入籍予定の婚姻の予約者を含む。以下同じ。）があ

ること。ただし、次のいずれかに該当する者（身体上又は精神上著しい障害があるため常時の介

護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難であると認められる者を除く。）にあ

っては、この限りでない。 

   ア 申込日時点の満年齢が６０歳以上の者 

   イ 身体障害者手帳の交付を受けている者（障害の程度が１級から４級まで） 

   ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者（障害の程度が１級から３級まで） 

   エ 療育手帳の交付を受けている者（障害の程度がウと同程度） 

   オ 戦傷病者手帳の交付を受けている者（障害の程度が恩給法（大正１２年法律第４８号）別

表第１号表の２の特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表の３の第１款症であるこ

と。） 

   カ 厚生労働大臣の認定を受けている原子爆弾被爆者 

   キ 生活保護を受けている者 

   ク 海外からの引揚者（引き揚げた日から５年以内の者） 

   ケ ハンセン病療養所入所者等 

   コ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年法律第３１号。以

下「法」という。）第１条第２項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの 

   （ア） 法第３条第３項第３号の規定による一時保護又は法第５条の規定による保護が終了し

た日から起算して５年を経過していない者 

   （イ） 法第１０条第１項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がそ

の効力を生じた日から起算して５年を経過していないもの 

（３） 公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）第２３条の規定による収入（月額）が１５万８

千円以下であること。ただし、次のいずれかに該当する場合については２１万４千円以下まで認

められます。 

   ア 申込者又は同居予定者に次のいずれかに該当する者がある場合 

    （ア） 次のいずれかに該当する者 

       ○ア  身体障害者手帳の交付を受けている者（障害の程度が１級から４級まで） 

○イ  精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者（障害の程度が１級から３級まで） 

○ウ  療育手帳の交付を受けている者（障害の程度が○イと同程度） 

    （イ） 戦傷病者手帳の交付を受けている者（障害の程度が恩給法（大正１２年法律第４８

号）別表第１号表の２の特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表の３の第１

款症であること。） 

    （ウ） 次のいずれかに該当する者 

       ○ア  厚生労働大臣の認定を受けている原子爆弾被爆者 

       ○イ  海外からの引揚者（引き揚げた日から５年以内の者） 

       ○ウ  ハンセン病療養所入所者等 

   イ 申込者が満６０歳以上の者であり、かつ、同居予定者のいずれもが満６０歳以上又は満１

８歳未満の者である場合 

   ウ 同居予定者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 

（４） 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。 
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（５） 市税等を滞納していない者であること。 

（６） 入居予定者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。 

 

３ 募集案内･申込書の配布期間及び配布場所 

 （１） 配布期間 令和６年１月２６日（金）から２月９日（金）まで（土、日及び祝祭日を除く。） 

 （２） 配布場所 大和高田市役所 ２階 環境建設部住宅課 

 

４ 申込書受付期間及び受付場所 

 （１） 受付期間 令和６年１月２６日（金）から２月９日（金）まで（土、日及び祝祭日を除く。） 

 （２） 受付場所 大和高田市役所 ２階 環境建設部住宅課 

 

５ 申込方法及び受付について 

（１） 市営住宅入居申込書に必要事項を記入し、市税等納付状況等調査及び暴力団員調査同意書

を添付の上、持参してください。（郵送による申込みはできません。) 

 （２） 申込みは、１世帯につき１住宅に限ります。 

 （３） 申込書及びその他の提出書類は、一切返却しません。 

（４） 税情報は同意の上、他公共料金等は同意により調査を実施し、市税等に滞納が無い場合等

に受付番号（公開抽選番号）を付した通知書を送付します。 

 

６ 選考方法の概略 

   公募している市営住宅の１戸に対して複数の申込者がある場合は、当選者及び補欠当選者２名

を決定するため、次に掲げる日時及び場所で公開抽選を行います。（公募している市営住宅の１戸

に対して申込者が１名の場合は、当該申込者が当選者となります。） 

 （１） 公開抽選の日時 令和５年２月１６日（金) 午後２時から 

 （２） 公開抽選の場所 大和高田市役所 ５階 会議室８ 

 

７ 入居資格審査と入居予定者の決定 

（１） 入居資格審査を行うため、住宅課から当選者に対して、入居手続通知書により必要な書類

の提出について案内します。 

（２） 当選者の入居資格審査は、住宅課で行いますので、指定された日に（１）で案内した書類

を持参してください。 

（３） （２）で提出された書類を確認するため、実態調査を行います。 

（４） （３）の実態調査の結果、市営住宅入居申込書及び（２）で提出された書類の記載事項が

事実と相違していた当選者は、失格となります。この場合、補欠順位の若い補欠当選者が繰上が

りで当該住宅の当選者となり、入居資格審査を行います。 

（５） 必要な書類が提出されず入居資格審査を行えない当選者は、失格となります。この場合、

補欠順位の若い補欠当選者が繰上がりで当該住宅の当選者となり、入居資格審査を行います。 

（６） 当選者が入居資格審査に合格して初めて、入居予定者となります。なお、入居資格を満た

していない場合は、不承認通知書を送付します。 

（７） （４）又は（５）において繰り上がる補欠当選者がない場合は、再度、入居者募集を行い

ます。 
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８ 入居手続 

 （１） 入居予定者に対して市営住宅入居承認書を郵送します。ただし、入居予定者が婚姻の予約

者の場合は、原則として入籍の確認後に入居手続を行います。 

 （２） 入居手続日（鍵渡しの日）には、次に掲げる書類等が必要です。 

    ア 入居予定者の実印及び印鑑登録証明書 

    イ 連帯保証人の住民票抄本、印鑑登録証明書及び市町村税務関係課発行の直近の所得証明

書（所得証明書については、現に入居予定者と同居している連帯保証人は提出不要です。） 

    ウ その他市長が必要とする書類 

 （３） 入居手続の日時及び場所については、（１）の市営住宅入居承認書で通知します。 

 （４） 入居を辞退する場合は、入居予定者が書面により辞退届を提出してください。 

 

９ 入居可能日、家賃の支払方法その他必要な事項については、入居手続時に説明します。 

 

吉井地内分筆登記業務委託に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理課） 

公告第１２７号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札（事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年

政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規

定に基づき公告します。 

なお、この業務は、大和高田市電子入札システム（以下「電子入札システム」という。）による電

子入札案件です。 

令和５年１２月５日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 競争入札に付する事項 

（１）業務番号 大高契第４４号 

（２）業 務 名 吉井地内分筆登記業務委託 

（３）履行場所 大和高田市 大字吉井他 地内 

（４）履行期間 契約締結日から令和６年３月２２日（金）まで 

（５）業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

（６）予定価格 ３，３３０，０００円（税抜き） 

（７）設計金額 ３，３３０，０００円（税抜き） 

（８）最低制限比較価格 ２，３３０，０００円（税抜き） 

（９）入札方法 電子入札（「条件付き一般競争入札（事後審査型）」を使用） 

 

２ 競争入札に参加する者に必要な資格 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の「土地家屋調査士」に登録している者

であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている
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者でないこと。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による

再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく資格停止措置を

受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成１５年告示第２

５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

 

３ 入札日程 

手  続  等 期間・期日・期限 場  所  等 

公告及び入札説明書（仕様

書）の交付（入札情報公開シ

ステムからダウンロードし

てください。） 

令和５年１２月５日（火） 

～ 

令和５年１２月２２日（金） 

入札情報公開システムアドレス 

https://www.epi-cloud.fwd.ne.jp/ 

koukai/do/logon?name1=062006 

40072006E0 

設計図書の交付（入札情報公

開システムからダウンロー

ドしてください。） 

令和５年１２月５日（火） 

～ 

令和５年１２月２２日（金） 

入札情報公開システムアドレス 

https://www.epi-cloud.fwd.ne.jp/ 

koukai/do/logon?name1=062006 

40072006E0 

入札説明書（仕様書）につい

ての質疑受付期限 
令和５年１２月１８日（月） 

午後５時まで 

質問のある者のみ、ＦＡＸにて受け

付けます。（ホームページ掲載の市

様式又は任意様式） 

質疑の回答 

（入札情報公開システムに

掲載いたします。） 

令和５年１２月２０日（水） 

午後５時まで 

入札情報公開システムアドレス 

https://www.epi-cloud.fwd.ne.jp/ 

koukai/do/logon?name1=062006 

40072006E0 

入札書の提出 令和５年１２月１２日（火） 

～ 

令和５年１２月２１日（木） 

 

開札の日時 令和５年１２月２２日（金） 

午前１０時 

大和高田市役所  

３階会議室１ 

 ※上記の期間は、大和高田市の休日を定める条例（平成元年条例第３号）第１条第１項に規定する

市の休日（以下「市の休日」という。）を除きます。 

※電子入札システムの稼働時間は、市の休日を除く月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午

後８時までです。 

 

４ 入札書における金額の記載方法 

入札金額は消費税等を含まない千円止めの金額（百の位以下切捨て）で記載してください。記載さ

れた金額に消費税等を加算した金額をもって契約金額とします。 

 

５ 入札の無効・失格 

（１）次に掲げる入札については、無効とします。  

ア 入札金額等の必要な事項が入力されていない入札 

イ 入札に参加する資格の無い者のした入札 

ウ 他人のＩＣカードを使用した入札 

エ 入札金額に百の位以下の端数を記入した入札 

オ 入札に際して、公正な入札の執行を害する行為があったと認められた入札 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

110 

カ その他市長の定める入札条件に違反した入札 

（２）次に掲げる入札を行った入札者は失格とします。 

  ア 事後審査により不適格となった入札 

 

６ 落札候補者の決定 

（１）落札者の決定は、本市の税抜の予定価格（設計金額）以下の価格でかつ最低制限比較価格以上

の最低の価格〔入札書記載の金額〕をもって入札した業者を落札候補者とし、第１順位から事後

審査をもって落札者を決定します。 

（２）落札候補者となるべき同価の入札者が２以上ある場合は、“くじ”により決定します。くじを辞

退することはできません。くじは電子入札システムにより行います。 

（３）入札は、１回限りとします。入札者又は落札者がいないとき、落札者が契約を締結しないとき、

又は落札者のした落札を取り消したとき等、契約相手が決定しない場合は、原則再度競争入札に

付すものとします。 

（４）入札結果は、電子入札情報公開システムにて公表します。また、落札候補者には電子入札シス

テムにより通知します。 

（５）落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項

の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収し、あわせて大和高田

市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）第３条の規定により、同要綱別表第２

第８号（４）に該当し、３月間の入札参加資格停止の措置を講じることとなります。なお、当該

違約金を納められない場合は、同要綱第３条の規定により、同要綱別表第２第９号に該当し、当

該債務に係る滞納状況が解消されるまで入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

 

７ 事後審査 

落札候補者の優先順位により確認審査を実施します。入札結果にて落札候補者第１順位者と認め

られた者については、「事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書」及び「事後審査に係

る書類」を『電子入札システム（「入札状況一覧」の「資格確認申請書」の「提出」ボタン）』又は

総務部契約監理課への持参により落札候補者の決定（開札日又は同額の場合くじを行った日）の翌

日から３日以内（市の休日を除きます。）に提出してください。受注者として適格でない場合は第

１順位者の入札を失格とし、次順位の落札候補者について、第１順位者と同様の事後審査書類の確

認を行います。 

 

８ 電子入札システムに関する事項 

（１）代表者又は受任者（競争入札参加資格審査申請において、代表者から契約締結権限等の委任を

受けている者）に変更がある場合は、速やかに「競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届」

を提出してください。 

なお、変更の事実発生以降は、変更後の契約締結権限等を有する者の名義で入札手続きを行っ

てください。また、電子入札システムにおいては、変更後の契約締結権限等を有する者のＩＣカ

ードを使用してください。ＩＣカードの取得が間に合わない場合等は、１０（１）の問い合わせ

先まで連絡した上で、指示に従い手続きを進めてください。 

（２）電子ファイルの作成基準は以下のとおりとします。 

ア 電子ファイルでの提出を求める書類の作成に使用するソフトウェア及びファイルの保存

形式は次のいずれかの方法によらなければならない。 
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・Microsoft Word 拡張子が.doc又は.docxで保存されるもの 

・Microsoft Excel 拡張子が.xls又は.xlsxで保存されるもの 

・PDFファイル Acrobat Readerで読み取りが可能なもの 

イ 電子ファイルを圧縮する場合、その形式は、ZIP 形式によるものとする。ただし、自己解

凍方式は認めない。 

ウ ア及びイによらず提出された場合は、提出がないものとする。 

（３）電子ファイルを提出するに当たり、入札者は事前に当該ファイルがコンピュータウイルスに感

染（以下「ウイルス感染」といいます。）していないか確認し、ウイルス感染したファイルを添付

してはならない。ウイルス感染が判明した場合においては、入札執行者及び入札参加者は、その

再提出の方法について協議するものとする。 

 

９ その他 

（１）入札保証金について 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、６（５）のとおり、違約金を徴収し、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じること

となります。 

（２）契約保証金について 

    免除します。 

（３）前金払について 

大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

（４）電子入札運用基準について 

公告に定めるもののほか、電子入札に係る事務の取扱いについては、大和高田市電子入札運

用基準の定めるところによる。 

 

１０ お問い合わせ先 

（１）入札の方法及び競争入札参加資格確認等に関すること。 

〒６３５－８５１１ 奈良県大和高田市大字大中９８番地４ 

大和高田市役所 総務部契約監理課 

ＴＥＬ（０７４５）２２－１１０１ 

ＦＡＸ（０７４５）４９－００５３ 

（２）電子入札システム及び電子入札情報公開システムの操作方法に関すること。 

株式会社日立システムズ 電子入札総合ヘルプデスク 

ＴＥＬ（０５７０）０２１－７７７ 

受付時間 平日午前９時から正午及び午後１時から午後５時３０分まで 

メールアドレス（sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-sistems.com） 

 

陵西遺跡発掘調査出土品整理業務に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理課） 

公告第１２８号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

mailto:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-sistems.com
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します。 

令和５年１２月５日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 陵西遺跡発掘調査出土品整理業務 

２ 納入場所 生涯学習課 

３ 契約期間 契約締結日から令和６年３月２２日まで 

４ 業務内容等 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満

たしているものとします。 

（１）大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿の「役務の提

供（検査・分析・調査業務）」に登録している者であること。 

（２）元請けで官公庁等発注の同業務（出土品整理業務）の履行実績

を有する者であること。 

（３）次の全てを満たす者を業務主任技術者として配置できる者である

こと。 

 （ア）出土品整理業務に５年間以上従事した実績（ただし、奈良県内

の出土品の整理業務を１件以上含むものに限る。）を有する者 

 （イ）直接雇用されており、契約締結時点において継続して３か月以

上の雇用関係にある者 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者で

あること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始

の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（ただし、会社

更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生

計画認可の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

者でないこと。 
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６ 競争入札参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入

札参加資格確認申請書等（以下｢申請書等」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限まで

に申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がな

いと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

欄よりダウンロードしてください。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

③ ５（２）の要件を満たすことを証するもの（該当業務等に係る

契約書等の写し） 

④ ５（３）の（ア）に係る配置予定者の経歴書（任意様式）及び

（イ）に係る所属会社と３か月以上の雇用関係を証する書類（健

康保険証の写し等） 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易

書留郵便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和５年１２月５日（火）から令和５年１２月１５日（金）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１

時までを除きます。 

（６）受付場所・郵送先 

〒６３５－８５１１ 

大和高田市大字大中９８番地４ 

大和高田市役所 ３階総務部契約監理課 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものと

し、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除きま

す。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送

付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を

送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次

のとおり行います。質疑応答票は市様式（任意様式可）とし、市様式は

本市ホームページに掲載しています。 

（１）受付期限 

令和５年１２月１９日（火）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 総務部契約監理課 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和５年１２月２１日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 
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（１）期限 

令和５年１２月２６日（火）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理課 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便に

よるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消

費税等抜きの金額で記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契

約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の

１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、大和高

田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措

置を講じることとなります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和５年１２月２７日（水）午前１０時２０分 

（２）場所 

大和高田市役所 ３階会議室１ 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理課において一

般の閲覧に供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚

偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札

時点において５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののし

た入札 

１４ 落札者の決定 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札

を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないと

きは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

農用地利用集積計画の縦覧（農業振興課） 

公告第１２９号 

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集

積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。 

なお、その関係書類を本市地域振興部農業振興課に備え置いて縦覧に供する。 
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  令和５年１２月１３日 

大和高田市長 堀内 大造   

 

令和５年度大和高田市任期付職員採用試験の実施に関する公告（人事課） 

公告第１３０号 

大和高田市職員採用規程（平成２１年訓令第６号）第６条の規定により、令和５年度大和高田市任

期付職員採用試験の実施を次のとおり公告します。 

令和５年１２月１８日 

大和高田市長 堀内 大造   

令和６年８月１日採用予定の一般任期付職員の選考試験を次のとおり行います。 

※ただし、両者合意の上、令和６年４月１日から令和６年８月１日の間で採用される場合があります。 

 

 

 

 方法：郵送（簡易書留）のみ ※インターネット及び持参による受付はありません。 

 期間：令和６年１月９日（火）～令和６年１月２６日（金）【必着】 

 

１ 職種・採用予定人数・受験資格 

職種 採用予定

人数 

受験資格 主な職務内容 

滞納徴

収員 １人 

公官庁で滞納処分に関する事務に１

０年以上従事した経験を有する人 

市税等の徴収に関する事務及び滞

納処分（差押・公売・交付要求等）

に関する事務 

課税調

査員 
１人 

法人税又は所得税の課税調査業務に

２０年以上従事した経験を有する人 

償却資産、法人市民税の賦課及び課

税調査に関する事務 

  ※選考試験の結果、適任者がいない場合は採用を見合わせることがあります。 

  ※任用期間中は、地方公務員法が適用されますので、現在の業務を停止し、公務に専念すること

になります。 

 ○次のいずれかに該当する者は受験できません。 

  （１） 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

までの者 

  （２） 大和高田市の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

  （３） 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団

体を結成し、又はこれに加入した者 

  （４） 日本国籍を有しない人で在留資格において就職等が制限されている者 

  （５） その他、地方公務員法に定める欠格条項に該当する者 

 

２ 任用期間、勤務時間 

任用期間は３年とします。 

（ただし、勤務成績を考慮して、最大２年の範囲で任期を更新する場合があります。） 

※基本的な勤務時間は、１週間当たり３８時間４５分で、週休日及び祝日を除く午前８時３０分か

ら午後５時１５分までです。 

 

申込方法・受付期間 
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３ 試験内容、試験日、試験会場等 

区分 試験内容 試験日・試験会場 合格発表 

第１次試験 書類選考 
 

２月上旬（予定） 

第２次試験 個別面接 

【日時】２月下旬（予定） 

（日時等の詳細は、第一次試験合格者

に通知します。） 

【試験会場】大和高田市役所 

３月上旬（予定） 

（注）合格発表については、合否にかかわらず受験者全員に郵送で通知します。 

 

４ 受験手続 

次の書類を送付して申込してください。 

試験案内、 

申込書の入手 
大和高田市役所のホームページからのダウンロードのみの対応となります。 

提出書類 ①試験申込書 

②職務経歴書 

③受験票 

④受験票返信用封筒 

（８４円切手を貼り、宛先を明記した長３号、折り曲げ可） 

受付期間 令和６年１月９日（火）～令和６年１月２６日（金）（必着） 

送付先 封筒の表側に「試験申込書在中」と朱書きし、 

〒６３５-８５１１ 大和高田市大字大中９８番地４ 

大和高田市役所 人事課  宛てに簡易書留で郵送してください 

（注）提出書類は、合否にかかわらず返却いたしません。 

 

※第２次試験合格後の提出書類 

職種 提出書類 提出時期 

滞納徴収員 ・職歴証明書 第２次試験合格後 

課税調査員 ・職歴証明書 

 

５ 試験結果の開示 

  試験の結果（順位・得点）について、選考試験合格発表の日から起算して２週間まで、口頭によ

り開示を請求することができます。受験者本人が、本人であることを証明する書類（運転免許証等）

及び受験票を持参の上、平日の午前９時から午後５時までの間に人事課へお越しください。電話等

による請求はできません。（請求者は不合格者に限る。） 

 

６ 合格から採用まで 

（１） 最終合格者は、合格発表日に作成する採用候補者名簿に登載し、令和６年８月１日に採用の

予定です。(※ただし、両者合意の上、令和６年４月１日から令和６年８月１日の間で採用される

場合があります。) 

（２） 採用候補者名簿の有効期間は、登載日から１年間です。 

（３） 受験資格に必要な職歴や資格・免許等の証明ができなかった場合は、採用候補者名簿から抹

消します。 

（４） 受験資格がないこと及び試験申込書の記載事項が正しくないことが判明した場合には、合格

を取り消すことがあります。 
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７ 給与 

  給料月額は、一般職の給与等に関する条例に基づき支給し、経験年数により加算されます。 

参考（令和５年４月１日現在の給料月額を基準とし、条例等の改正があれば変更となる場合があ

ります。）  

 経験年数１０年：給料月額２８４，８００円 

経験年数３０年：給料月額３８０，４００円 

  他に地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当等がそれぞれの条件に応じて支

給されます。 

  ただし、現在、市の財政健全化に資することを目的に、一部手当については減額措置を講じてい

ます。また、同目的により職責に応じて給料月額の減額を行う場合があります。 

 

８ その他 

  申込書の記載事項及び提出書類に不備がある場合は、お返しすることがありますが、このために

生じた申込みの遅延等には責任を負いません。受験手続には、十分注意してください。 

  当該試験のために提出された書類は返却しません。取得した個人情報については、今回の職員採

用試験の実施のために用い、それ以外の目的には使用しません。また、個人情報の保護に関する法

律及びその他関係法令に基づき、適正に管理します。 

 

９ 問い合わせ先 

試験内容、受験手続、給与その他試験全般

に関して 

人事課    

０７４５－２２－１１０１代表 内線５１７３ 

滞納徴収員の受験資格及び主な職務内容

に関して 

収納対策室  

０７４５－２２－１１０１代表 内線２２６０ 

課税調査員の受験資格及び主な職務内容

に関して 

税務課    

０７４５－２２－１１０１代表 内線２２４０ 

 

令和５年度大和高田市職員採用試験の実施に関する公告（人事課） 

公告第１３１号 

大和高田市職員採用規程（平成２１年訓令第６号）第６条の規定により、令和５年度大和高田市職

員採用試験の実施を次のとおり公告します。 

令和５年１２月２１日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市職員採用試験は市民の方から納めていただいた貴重な税金を使って実施されます。申込

みにより試験の準備を行いますので、必ず受験するようにしてください。 

 

【受付期間】 令和５年１２月２１日（木）から令和６年１月５日（金）まで 

※送付書類は簡易書留郵便で郵送してください。持参による受付は行いません。 

※ＷＥＢ申込の最終日の締切は午後５時です。 

 

１．試験概要 

＜募集内容及び受験資格＞ 
 

職  種 募集人数 

（程度） 
受   験   資   格 

番号 名 称 
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① 一 般 事 務 職 ７人 

昭和６３年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法に

よる大学（短期大学を除く）を卒業した人又は令和６年

３月卒業見込みの人 

② 情 報 処 理 職 

 

２人 

 

昭和５３年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法によ

る高等学校以上の学校を卒業し、かつ、独立行政法人情報

処理推進機構が実施する「応用情報技術者試験」を合格し

た人 

③ 土 木 職 ６人 

昭和５３年４月２日以降に生まれた人で、次の（１）又は

（２）の要件を満たす人 

（１） 学校教育法による高等学校以上の学校を卒業した

人又は令和６年３月卒業見込みの人で、２級以上の

土木施工管理技士の資格を有する人 

（２） 学校教育法による大学、短期大学若しくは高等学校

のいずれかの土木専門課程を卒業した人又はいず

れかの土木専門課程を令和６年３月卒業見込みの

人 

④ 電 気 職 １人 

昭和５３年４月２日以降に生まれた人で、次の（１）又は

（２）の要件を満たす人 

（１） 学校教育法による高等学校以上の学校を卒業した

人又は令和６年３月卒業見込みの人で、第３種以上

の電気主任技術者の資格又は２級以上の電気工事

施工管理技士の資格を有する人 

（２） 学校教育法による大学、短期大学若しくは高等学校

のいずれかの電気専門課程を卒業した人又はいず

れかの電気専門課程を令和６年３月卒業見込みの

人 

⑤ 
保 育 士 ・         

幼 稚 園 教 諭 
５人 

昭和４８年４月２日以降に生まれた人で、幼稚園教諭免許

及び保育士資格を有し、保育士登録済みの人又は令和６年

３月末日までにその両方を取得し、保育士登録見込みの人 

⑥ 保 健 師 １人 
昭和５３年４月２日以降に生まれた人で、保健師免許を有

する人又は令和６年３月末日までに取得見込みの人 

⑦ 特別支援教育指導員 １人 

昭和４３年４月２日以降に生まれた人で、教諭普通免許

状（小学校、中学校、特別支援学校のいずれか）を有し、

かつ、令和５年１２月末時点において、特別支援教育の

職務経験が５年以上ある人 

⑧ 
一 般 事 務 職 

（ 障 が い 者 対 象 ） 
２人 

昭和６３年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法によ

る大学（短期大学を除く。）を卒業した人又は令和６年３月

卒業見込みの人で、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障

害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている人 

（受験資格等に関する注意事項） 

※１ 「大学」には、専修学校の専門課程を卒業した人又は卒業する見込みの人で、高度専門士の称

号を取得した人又は令和６年３月３１日までに取得する見込みの人（当該受験資格該当課程であ

ることの証明が得られるものに限る。）を含みます。 

※２ 「短期大学」には、専修学校の専門課程を卒業した人又は卒業する見込みの人で、専門士の称

号を取得した人又は令和６年３月３１日までに取得する見込みの人（当該受験資格該当課程であ

ることの証明が得られるものに限る。）を含みます。 

※３ 高等学校卒業程度認定試験合格者は、高等学校卒業と同等に取り扱います。 

※４ 保育士・幼稚園教諭は、採用後、市立の保育所、認定こども園等に配属する予定です。 
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※５ 「職務経験年数」とは、民間企業等又は公務員等として、同一事業所に１週あたり３０時間以

上継続勤務していた期間のことをいいます。 

① 勤務時間は、就業規則・雇用契約等に規定されている時間で、残業等の時間は含めません。 

② 職務経験が複数ある場合は、通算することができます。ただし、育児休業、休職等で休んでいた

期間は通算できません。 

※６ 採用後、日本国籍を有しない人は、公権力の行使を伴う職及び市の意思形成に参画する職には

任用されません。 

 

◎全ての職種において国籍は問いませんが、次のいずれかに該当する者は受験できません。 

（１）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの

者 

（２）大和高田市の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

（３）日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結

成し、又はこれに加入した者 

（４）その他、地方公務員法に定める欠格条項に該当する者 

（５）日本国籍を有しない人で、在留資格において就職などが制限されている者 

 

【障がいへの配慮について】 

受験や採用後の職務遂行にあたり配慮を希望する人は、配慮希望申出書を提出してください。 

受験時に配慮を希望する人は、１月５日（金）午後５時までに必ず人事課に電話でご連絡いただき、

配慮希望申出書を提出してください。期日までにお電話がない場合は受験時の対応はできません。使

用する器具等は各自で持参してください。 

なお、内容によっては試験の実施や公務への支障等により、配慮できない場合もあります。 

 

２．受験手続・申込 

ＷＥＢ申込及び申込書等の送付をもって受付したものとみなします。ＷＥＢ申込又は申込書等の提

出が期日までに完了していない場合は、受験できませんのでご注意ください。 

（１）ＷＥＢ申込 

  「奈良県電子自治体共同運営システム」ｅ古都ならを利用してインターネットより申込みをし

てください。 

 

＜受付期間＞ 

 令和５年１２月２１日（木）から令和６年１月５日（金）午後５時までの受信分 

 

＜ＷＥＢ申込方法＞ 

 http://www.egov-nara.jp/e-kotonara/から接続するか、大和高田市ホームページの「令和５年

度大和高田市職員採用試験案内（後期）」のページにあるリンクから「ｅ古都なら」に接続し、利

用規約等をご理解の上、画面の指示に従い、申込みをしてください。利用者登録の有無は問いませ

ん。 

申込完了後しばらくすると「申込完了通知メール」が届きます。届かない場合は大和高田市職員採

用試験委員会までご連絡ください。「申込完了通知メール」には、整理番号とパスワードが記載さ

れていますので、大切に保管してください。 

＊システムの動作環境については、システムページの「ご利用方法」を参照してください。 

＊apply.e-tumo.jpのドメインから送信されるメールを受信できるよう設定してください。 

＊受付期間中のシステムの保守・点検等をする必要がある場合や、障害により本システムの運用の

停止、休止、中断又は制限を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。また、これ

http://www.egov-nara.jp/e-kotonara/
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により生じた申込みの遅延等による申込期間の延長は認めません。余裕をもって申込みをしてく

ださい。 

 

（２）申込書等送付方法 

  職員採用試験申込に関する書類については、大和高田市ホームページからのダウンロードのみ

の対応となります。市役所内での配布は行いません。 

 

以下の書類を、簡易書留郵便で郵送してください（封筒に「試験申込書在中」と朱書きのこと）。 

 

職種番号・職種 提出書類 

① 一般事務職 

② 情報処理職 

③ 土木職 

④ 電気職 

⑤ 保育士・幼稚園教諭 

⑥ 保健師 

⑦ 特別支援教育指導員 

⑧ 一般事務職（障がい者対象） 

・大和高田市職員採用試験申込書 

・学歴及び職歴 ＜追加用＞ ※追加する場合のみ 

・受験票 

・返信用定型封筒２通（長形３号：２３．５cm×１２cm） 

→２通ともに８４円切手を貼付し、自宅の郵便番号、住所、

氏名、氏名の後に様を記入してください。 

・職務経歴書 (⑦特別支援教育指導員のみ) 

・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写

し（⑧一般事務（障がい者対象）の方） 

・配慮希望申出書（障がい者で配慮が必要な方） 

 

＜注意事項＞ 

・提出書類は、受験者本人がボールペン等で記入してください（鉛筆、消せるボールペンは不可）。 

・大和高田市職員採用試験申込書及び受験票には、申込前６ヶ月以内に撮影した同一の写真を貼っ

てください。 

・申込受付期間末日（当日消印有効）後に郵送された場合には、受験申込の受付は行わず失格とし

ますので、締切日には十分注意してください。 

・提出書類に不備がある場合等、返送し修正を求めることがあります。なお、それによる期間の延

長は認めませんので、提出書類に不備がないか確認の上ご提出ください。 

 （よくある例） 

  ・申込書又は受験票に職種の番号・名称が記載されていない。 

  ・受験資格に必要な資格の取得（見込み）が記載されていない。 

  ・返信用封筒に不備がある。（２通同封されていない。切手が貼られていない。） 

 

（３）申込書送付期間・郵送先 

令和５年１２月２１日（木）から令和６年１月５日（金）まで（消印有効） 

 

【宛 先】〒６３５－８５１１ 大和高田市大字大中９８番地４  

               大和高田市役所企画政策部人事課内 

「大和高田市職員採用試験委員会」 

 

（４）受験票の交付 

   ・受験票は、申込受付期間終了後、提出された返信用封筒により送付します。 

   ・受験票が１月１６日（火）までに届かない場合、人事課まで必ずお問い合わせください。 
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   ・試験当日には、受験票を必ず持参してください。受験票は再発行いたしませんので、なくさ

ないようにしてください。 

 

３．試験日時・科目・会場等 

第１次試験 

日程 科目 会場 

令和６年１月２１日（日） 

午前９時３０分から 

教養試験 

【全職種】 

専門試験 

【③土木職、④電気職、⑤保育

士・幼稚園教諭】 

大和高田市立高田中学校 

※第１次試験の専門試験を受験する人につきましては、各自昼食のご用意をお願いします。 

※合否にかかわらず、本人に結果通知します。本市ホームページでも確認できます。 

※試験内容や合否に関するお問い合わせについては、一切お答えできません。 

※第１次試験会場 

  大和高田市立高田中学校 

   大和高田市大中東町５番４８号   

大和高田市立高田中学校へお問い合わせはしないでください。 

 

第２次試験（予定） 

  職場適応性検査 【全職種】 

  個人面接 【全職種】 

  実技試験 【⑤保育士・幼稚園教諭のみ】 

 

＜受験方法＞ 

  試験日時 令和６年２月１４日（水）又は２月１５日（木） 

（予定のため、日程が多少前後することがあります） 

科目・会場等についての詳細は、第１次試験合格者に通知します。 

 

※職場適応性検査（ＷＥＢ受検）について 

  日程：１月３０日（火）から２月５日（月）までの７日間内に受検してください。期間内に検

査を受検されない場合、失格とします。 

 ＜受検方法＞ 

 ・受検案内メールを受信（１月３０日（火）に第１次試験合格者に配信） 

  受検案内メールはＷＥＢ申込の際に登録されたアドレスに送信します。受検に必要なＵＲＬや

受検方法が記載されたメールを受け取り、ＷＥＢ適性検査のログインＩＤとパスワードを取得

します。 

※ibt-cloud.comのドメインから送信されるメールを受信できるよう設定してください。 

※通信障害等による受検期間の延長は行いません。 

※受検案内メールが届かない場合は、１月３１日（水）午後１時までに人事課まで必ずお問い合

わせください。 
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※第２次試験合格者には、指定する期日までに、下記の書類の提出を求めます。 

◆最終学校卒業（見込）証明書 【全職種】 

◆受験資格が確認できる資格証明書若しくは免許証の写し又は取得見込証明書（写し不

可） 

【②情報処理職、③土木職、④電気職、⑤保育士・幼稚園教諭、⑥保健師、⑦特別支

援教育指導員】 

◆職務経験年数を証明する在職証明書 

【⑦特別支援教育指導員】 

 

４．採用の時期 

（１）最終合格者は採用候補者名簿に登載し、次の区分により採用します。 

・採用予定者 令和６年４月１日付けで採用します。 

・補欠登録者 合格者等に欠員が生じた場合に繰り上げ採用の対象となります。 

（２）採用候補者名簿の有効期間は、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までです。 

（３）最終合格者のうち、卒業見込みの人が令和６年３月末日までに卒業できなかった場合又は免

許、資格若しくはその両方を取得見込みの人が、所定の時期までにこれを取得できなかった

場合は、その時点で採用候補者名簿（採用予定者、補欠登録者）から抹消します。 

（４）保育士・幼稚園教諭は採用日までに、児童福祉法により都道府県知事への保育士登録が必要

ですので、登録手続を行ってください。保育士登録を受けられない場合は採用されません。 

 

５．試験結果の開示 

      試験の結果については、開示請求ができます。電話などによる開示請求はできませんので、

受験者本人が、受験票と本人であることを証明する書類（運転免許証等）を持って、直接市

役所人事課までお越しください。 
 

区分試験 請求できる人 開示内容 開示期間及び開示場所 

第１次試験 

第２次試験 

不合格者 

（本人に限る） 

総合得点 

総合順位 

不合格通知の日から起算して２週間 

大和高田市役所 人事課 

   ※開示時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前９時から午後５時までです。 

 

６．給与・勤務条件等 

（１）給与 

・令和５年４月１日現在の行政職給料表における初任給月額は、大卒１９６，２００円、短

大卒１７９，１００円、高校卒１６６，６００円で、他に地域手当、扶養手当、住居手当

通勤手当、期末・勤勉手当等がそれぞれの条件に応じて支給されます。 

ただし、現在、市の財政健全化に資することを目的に、一部手当については減額措置を講

じています。 

・初任給は、採用前の経歴などに応じて加算されることがあります。 

 

（２）勤務時間及び休暇 

・勤務時間は、午前８時３０分から午後５時１５分で、休日は土曜日、日曜日、祝日です。
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ただし、職種や配属先により異なる場合があります。 

・休暇には年次有給休暇、特別休暇（夏季休暇、結婚休暇、産前・産後休暇、忌引休暇等）、

病気休暇、介護休暇等があります。 

 

（３）福利厚生 

共済組合の組合員及び互助会の会員となり、医療給付や保健事業（健康診断、人間ドック

助成、インフルエンザ予防接種助成等）、貯金事業、貸付事業、互助会給付（結婚祝金、

出産祝金、入学祝金等）が受けられます。 

 

（４）教育制度 

毎年研修及び派遣研修の年間計画を作成し、職員自らの目標に応じた学習目標を構築し、

明確な目的と自主性をもって研修に参加できるようにしています。 

 

・大和高田市主催研修：新規採用職員フォロー研修、契約実務研修、新任係長新任課長研

修等 

・奈良県市町村研修センター：新規採用職員研修、階層別研修、法制執務研修等 

・他にも市町村職員中央研修所や全国市町村国際文化研修所などが主催する専門的な研修

があります。 

 

７．注意事項 

・ 受験資格がない場合、提出書類に不正があった場合又はＷＥＢ検査で受験生本人以外が受

検していた場合には、直ちに受験資格を取り消します。また、採用後において発覚した場

合には、免職となることがあります。 

・ 受験のために提出された一切の書類は返却しません。取得した個人情報については、今回

の職員採用試験の実施のために用い、それ以外の目的には使用しません。また、個人情報

の保護に関する法律及びその他関係法令に基づき、適正に管理します。 

・ 使用されるパソコン等のデバイスや通信回線上の障害等によるトラブルについては一切責

任を負いません。 

・ 合格基準に満たない場合は、募集人数以下であっても不合格となります。 

・ 棄権又は欠席したものが１つでもある場合は、それ以降の試験は受験できず、失格となりま

す。 

・ 職種にかかわらず、採用後は他の業務に従事する場合もあります。 

・ 受験中に住所や連絡先等が変更になった場合は、必ず大和高田市職員採用試験委員会にご連

絡ください。 

・ 自然災害等の社会情勢により試験の日程を変更する場合は、本市ホームページでお知らせし

ます。 

 

＜試験についての問い合わせ先＞ 

 

大和高田市役所 企画政策部人事課内 

「大和高田市職員採用試験委員会」 

電話 ０７４５－２２－１１０１ 
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大和高田市議会インターネット映像配信業務委託に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理課） 

公告第１３２号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和５年１２月２５日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 大和高田市議会インターネット映像配信業務委託 

２ 履行場所 大和高田市役所 

３ 契約期間 令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

４ 業務内容等 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満

たしているものとします。 

（１）大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿登録者のう

ち、次に掲げる品目のいずれかに登録している者であること。 

①「役務の提供（電算業務）」 

②「役務の提供（業務代行）」 

③「役務の提供（その他）」 

 ④「その他（その他）」 

（２）平成３０年４月１日以降において、元請けで官公庁等発注の同種

業務（議会映像配信に限る。）の受託実績を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者で

あること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始

の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規

定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

者でないこと。 

６ 競争入札参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入

札参加資格確認申請書等（以下｢申請書等」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限まで

に申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がな

いと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

よりダウンロードしてください。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

③ ５の（２）の要件を満たすことを証するもの（契約書等の写し） 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易

書留郵便」に限る。）とします。 
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（４）受付期間 

令和５年１２月２５日（月）から令和６年１月１６日（火）まで。

ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始期間（令和５年１２月２

９日（金）から令和６年１月３日（水）まで）を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１

時までを除きます。 

（６）受付場所・郵送先 

  〒６３５－８５１１ 

大和高田市大字大中９８番地４ 

大和高田市役所 ３階総務部契約監理課 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものと

し、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送

付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を

送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次

のとおり行います。質疑応答票は市様式（任意様式可）とし、市様式は

本市ホームページに掲載しています。 

（１）受付期限 

令和６年１月１８日（木）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 総務部契約監理課 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和６年１月２２日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和６年１月２５日（木）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理課 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便に

よるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消

費税等抜きの金額で記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契

約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の

１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、大和高
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田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措

置を講じることとなります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和６年１月２６日（金）午前１０時 

（２）場所 

大和高田市役所 ３階会議室１ 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理課において一般の閲覧に供

するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚

偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札

時点において５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののし

た入札 

１４ 落札者の決定 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札

を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

クラウド版生活保護レセプト管理システム機器の購入に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理

課） 

公告第１３３号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和５年１２月２６日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 クラウド版生活保護レセプト管理システム機器の購入 

２ 納入場所 大和高田市役所 福祉部保護課 （大和高田市大字大中９８番地４） 

３ 納入期限 令和６年３月１９日 

４ 仕様等 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満

たしているものとします。 

（１）大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿の「文具・事

務用機器」のうち「ＯＡ機器、ソフト」に登録している者であること。 

（２）奈良県内に本店又は支店等（委任先に限る。）を有する者である

こと。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者で
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あること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始

の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規

定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

者でないこと。 

６ 競争入札参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を提出し、競争入札参加資格についての確

認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない

者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争

入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

よりダウンロードしてください。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易

書留郵便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和５年１２月２６日（火）から令和６年１月１６日（火）まで。

ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始期間（令和５年１２月２

９日（金）から令和６年１月３日（水）まで）を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１

時までを除きます。 

（６）受付場所・郵送先 

  〒６３５－８５１１  

大和高田市大中９８番地４ 

大和高田市役所 ３階総務部契約監理課 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものと

し、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送

付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を

送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次

のとおり行います。質疑応答票は市様式（任意様式可）とし、市様式は

本市ホームページに掲載しています。 

（１）受付期限 

令和６年１月１８日（木）午後５時まで 

（２）送信先 
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大和高田市役所 総務部契約監理課 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和６年１月２２日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和６年１月２５日（木）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理課 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便に

よるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等を除く見

積金額を記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契

約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の

１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、大和高

田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措

置を講じることとなります。 

１２ 開札の日時等 開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和６年１月２６日（金）午前１０時２０分 

（２）場所 

大和高田市役所 ３階会議室１ 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理課において一般の閲覧に供

するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚

偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札

時点において５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののし

た入札 

１４ 落札者の決定 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札

を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 
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第３期大和高田市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託業者の選定を公募型プロポーザル方式で

行う公告（保育幼稚園課） 

公告第１３４号 

第３期大和高田市子ども・子育て支援事業計画策定業務の委託業者の選定を公募型プロポーザル方

式で行いますので公告します。 

令和５年１２月２８日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務概要 

（１） 業務名 

第３期大和高田市子ども・子育て支援事業計画策定業務 

（２） 業務内容 

     第３期大和高田市子ども・子育て支援事業計画策定に関すること。 

具体的な業務内容に関しては、仕様書のとおり 

（３） 履行期間 

契約締結の日から令和７年３月３１日まで 

（４） 予算額 

     ５，４４５，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

２ 参加資格 

   公募型プロポーザルに参加する資格を有する者は、「第３期大和高田市子ども・子育て 

支援事業計画策定業務に関する公募型プロポーザル実施要領」の参加資格要件（１）～（８）を

全て満たす者であること。 

３ 書類の提出期間 

令和５年１２月２８日（木）から令和６年１月１５日（月）午後１時必着 

４ その他 

  募集要領等による。 

５ 担当課 

  〒６３５－８５１１ 奈良県大和高田市大字大中９８番地４ 

  大和高田市 福祉部 子育て支援室 保育幼稚園課 

電 話 ０７４５－２２－１１０１ 

ＦＡＸ ０７４５－２３－０４１５ 

 

公売公告（収納対策室） 

公告第１３５号 

令和５年１２月２８日 

大和高田市長 堀内 大造   

公売公告兼見積価額公告 

国税徴収法第９５条の規定により差押財産を公売することを公告します。 

国税徴収法第９９条の規定により見積価額を公告します。 

公売参加申込開始日時 令和６年 １月１１日 午後１時００分 

公売参加申込終了日時 令和６年 １月３０日 午後１１時００分 

公売参加申込場所 KSI官公庁オークションホームページ 

公売開始日時 令和６年２月６日 午後１時００分 
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公売締切日時 令和６年２月８日 午後１１時００分 

公売場所 KSI官公庁オークションホームページ 

公売方法 期間せり売り 

開札日時 令和６年２月９日 午前１０時００分 

開札場所 KSI官公庁オークションホームページ 

売却決定日時 令和６年２月１６日 午前１０時００分 

売却決定場所 大和高田市収納対策室 

買受代金納付期限 令和６年２月１６日 午後２時３０分 

買受代金納付場所 大和高田市役所又は銀行口座 

公売保証金額 無し 

公売財産及び見積価額 ※詳細は、別紙公売財産一覧のとおり 

買受人の資格その他要

件 

本市ホームページ掲載の「大和高田市インターネット

公売ガイドライン」のとおり。 

公売財産上の質権者抵

当権者等の権利の内容

の申し出について 

公売財産上に質権、抵当権、先取得権、留置権、その他公売財産の売却代

金から配当を受けることができる権利を有するものは、売却決定の日の前日

までに、その内容を申し出てください。 

<その他の事項> 
１ 買受代金の支払いは銀行振込でお願いします。振込手数料は買受人負担となります。 

２ 見積価額に達した入札者等が無い場合には、直ちに再度入札を実施することがあります。 

３ 一度提出した入札書は、引き替え、変更又は取り消しをすることができません。 

４ 買受人が買受代金を納付するときまでに滞納金額完納の事実が証明された時、又は取り消すべき

理由がある時は、公売を取り消します。 

５ 買受代金を納付の期限までに納付しないときは、公売保証金はお返しできません。 

６ 公売財産は買受代金納付時の現状有姿で引渡しとなります。なお、下見会の実施予定はありませ

んが、事前連絡あれば対応いたします。一部対応できない物品がありますのでご了承ください。 

７ 引渡の時期及び場所は、原則として大和高田市が指定することとします。また、一部現地引渡の

みの公売財産があります。 

８ 引渡し後に隠れた瑕疵を発見しても大和高田市は一切責任を負わず返品も受け付けません。ま

た、不調や故障についての補償も一切行いません。 

９ 引渡しに係る費用及び買受代金納付後に保管費用が発生する場合、それらの費用は落札者負担と

なります。 

１０ 買受人が公売財産の所有権を取得する時期は、買受代金を完納したときです。従って、所有権

取得後の財産のき損焼失等による損害は買受人の負担となります。 

１１ 公売による権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、名義変更にかかる費用等)は、買受人

の負担となります。 

１２ 公売物件の所有者が適格請求書（インボイス）発行事業者の場合、希望される買受人の方には

インボイスを発行いたします。また、公売手続期間中において、滞納者から登録申請があった場合

あるいは取消し・事業廃止届出書等が提出される場合などが想定され、インボイス発行に対応でき

ないことも考えられます。その点は予めご了承願います。 

 

公売財産一覧 

売却 

区分番号 

品名 数量 備考(商品名・品番・

型番等) 

単価 

(円) 

見積価格 

（円） 

１ テレビ TOSHIBA １ 42Z1 

(４２インチ) 

12,600 12,600 

２ テレビ TOSHIBA １ REGZA 19S22 

(１９インチ) 

7,500 7,500 
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３ テレビ TOSHIBA １ REGZA 19B3 

(１９インチ) 

4,100 4,100 

４ テレビ 

Panasonic 

１ VIERA TH-L19C3-K 

（１９インチ） 

4,800 4,800 

５ テレビ 

SHARP 

６ AQUOS LC-19K3 

(１９インチ) 

3,500 21,000 

６ テレビ 

SHARP 

５ AQUOS LC-19K3 

(１９インチ) 

3,500 17,500 

７ テレビ 

SHARP 

３ AQUOS LC-19K3 

(１９インチ) 

リモコン無し 

1,500 4,500 

８ テレビ 

SHARP 

１ AQUOS LC-19K3 

(１９インチ) 

リモコン電池カバー

無し 

3,200 3,200 

９ テレビ 

SHARP 

１ AQUOS LC-19K5 

(１９インチ) 

4,500 4,500 

１０ 

 

ワインセラー 

TOSHIBA 

１ GW-MW7 7,200 7,200 

１１ 電動コーヒーミ

ル 

１ ﾌｼﾞﾛｰﾔﾙ R-44 23,400 23,400 

１２ 和太鼓（小） １ 台座含む 20,700 20,700 

１３ 和太鼓（大） １ 台座含む 22,500 22,500 

１４ 焼肉プレート 

イワタニ 

６ やきまる 3,400 20,400 

１５ 焼肉プレート 

イワタニ 

５ やきまる 3,400 17,000 

１６ プロジェクター 

EPSON 

１ EB-W420 9,900 9,900 

１７ 焼酎 １ だいやめ 900 900 

１８ エアコン 

TOSHIBA 

１１ RAS-H221P（W） 

６畳用 

21,600 237,600 

１９ エアコン 

TOSHIBA 

４ RAS-H251P（W） 

８畳用 

23,400 93,600 

２０ エアコン 

TOSHIBA 

３ RAS-H281P（W） 

１０畳用 

25,200 75,600 

 

 

 

 

教育委員会 

大和高田市教育委員会１２月定例委員会の招集（教育総務課） 

教育委員会告示第２３号 

大和高田市教育委員会１２月定例委員会を次のとおり招集する。 

令和５年１２月１９日 

大和高田市教育委員会教育長 梶木 義敏   

１ 日時  

教育委員会 
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令和５年１２月２５日（月）午前９時００分 

２ 場所  

   市役所５階 会議室８ 

３ 議案  

第１号 後援願いについて 

第２号 その他 

 

公印の改刻（教育総務課） 

教育委員会告示第２４号 

 大和高田市教育委員会公印規程（平成１１年教育委員会規程第１号）第６条の規定により次の公印

を改刻しましたので、同規程第６条の２の規定により告示します。 

  令和５年１２月２０日 

大和高田市教育委員会教育長 梶木 義敏   

公印の名称 大和高田市教育委員会教育長印 

ひな型番号 ４ 

寸法 方２６㎜ 

改刻する理由 摩耗及び破損のため 

使用開始年月日 令和６年１月１日 

印影 省略（市役所前掲示場掲示済） 

 

 

 

 

選挙管理委員会 

大和高田市の議会の議員及び長の解職に関する請求権を有する者の総数の３分の１等（選挙管理委員

会） 

選挙管理委員会告示第６２号 

令和５年１２月１日現在における地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７６条第１項、第８０

条第１項、第８１条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号）第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数並びに市

町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）第４条第１１項及び第５条第１５項に規

定する選挙権を有する者の総数の６分の１の数並びに地方自治法第７４条第１項及び第５条第１項に

規定する選挙権を有する者の総数の５０分の１の数は、次のとおりである。 

  令和５年１２月１日  

選挙管理委員会 
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大和高田市選挙管理委員会委員長 酒本 繁雄   

 ３分の１の数   １８，２００ 人 

 ６分の１の数    ９，１００ 人 

 ５０分の１の数   １，０９２ 人 

 

選挙人名簿抄本閲覧の状況の公表（選挙管理委員会） 

選挙管理委員会告示第６３号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項及び公職選挙法施行規則第３条の４

の規定により、令和４年１２月１日から令和５年１１月３０日までの期間における選挙人名簿抄本閲

覧の状況を、別紙のとおり公表する。 

令和５年１２月１日 

大和高田市選挙管理委員会委員長 酒本 繁雄   

別紙省略（市役所前掲示場掲示済） 

 

大和高田市選挙管理委員会の招集（選挙管理委員会） 

選挙管理委員会告示第６４号 

大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

令和５年１２月１９日 

大和高田市選挙管理委員会委員長 酒本 繁雄   

１ 日時 

   令和５年１２月２６日（火） 午前９時３０分 

２ 場所 

   大和高田市大字大中９８番地４ 

   大和高田市役所 ４階 会議室３ 

３ 議案 

第１号 選挙管理委員会委員長の選挙について 

第２号 選挙管理委員会委員長職務代理者の指定について 

第３号 その他 

 

選挙管理委員会委員長の就任（選挙管理委員会） 

選挙管理委員会告示第６５号 

令和５年１２月２６日開催の委員会において、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８７条

第１項の規定による選挙の結果、次の者が委員長に就任した。 

令和５年１２月２６日 

大和高田市選挙管理委員会委員長 北本 政治   

氏  名 生 年 月 日 住   所 

北本
きたもと

 政
まさ

治
はる

 昭和２９年９月２９日 大和高田市大字吉井２１８番地 

 

選挙管理委員会委員長職務代理者の指定（選挙管理委員会） 

選挙管理委員会告示第６６号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８７条第３項の規定により、次の者を大和高田市選挙

管理委員会委員長職務代理者に指定した。 
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令和５年１２月２６日 

大和高田市選挙管理委員会委員長 北本 政治   

氏  名 生 年 月 日 住   所 

岡本
おかもと

 圴
ひとし

 昭和２２年８月３０日 大和高田市南今里町５番４号 

 

 

 

 

農業委員会 

大和高田市農業委員会１月定例委員会の招集（農業委員会） 

農業委員会告示第１２号 

大和高田市農業委員会１月定例委員会を次のとおり招集する。 

  令和５年１２月２２日 

大和高田市農業委員会会長 弓場 一郎   

１ 日時 

令和６年１月１０日（水曜日）午後３時 

２ 場所 

   大和高田市役所５階 会議室６ 

３ 議案 

第１号 農地法第３条第１項の規定による申請について 

第２号 農地法第５条の規定による申請について 

第３号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画について 

第４号 その他 

 

 

 

 

公営企業 

水道事業指定給水装置工事事業者の指定（水道総務課） 

上下水道事業告示第２０号 

大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１０年企業管理規程第２号）第５条の規定

により、次の者を大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者に指定したので、同規程第１０条第１

号の規定により告示する。 

令和５年１２月１５日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 事業者名          ２ 代表者名   ３ 所在地 

株式会社 Ｎ－Ｖｉｓｉｏｎ   中村 信幸    広島県広島市中区鶴見町８番５７号 

 

水道事業指定給水装置工事事業者の指定（水道総務課） 

上下水道事業告示第２１号 

大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１０年企業管理規程第２号）第５条の規定

により、次の者を大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者に指定したので、同規程第１０条第１

農業委員会 

公営企業 



令和６年１月１０日（水） 大 和 高 田 市 公 報 第４２０号 

 

 

 

 

 

135 

号の規定により告示する。 

令和５年１２月２７日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 事業者名          ２ 代表者名    ３ 所在地 

ＳＴＳ設備工業         吉村 仁志     奈良県天理市永原町７３-２０ 


